
「
象
徴
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
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用
語
の
定
着
過
程
－

冨

永

胡
王

門
要
約
】
　
本
稿
は
従
来
の
研
究
が
見
落
と
し
て
き
た
「
象
徴
天
皇
制
」
と
い
う
用
語
そ
れ
自
体
の
由
来
を
、
憲
法
論
を
四
期
に
分
け
て
検
証
す
る
こ
と
で

解
明
す
る
。
第
一
期
は
新
憲
法
制
定
直
後
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
君
主
制
が
維
持
さ
れ
た
の
か
否
か
が
議
論
の
中
心
で
、
象
徴
と
い
う
円
山
葉
自
体
が
ま
だ

定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
期
は
｝
九
五
二
年
の
解
散
権
論
争
を
契
機
と
し
て
、
象
徴
の
権
能
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
憲
法
学
界
の
大
勢
は
新
憲
法
を

共
和
制
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
方
向
に
進
み
、
天
皇
の
無
力
性
を
強
調
す
る
書
葉
と
し
て
「
象
徴
天
皇
」
の
語
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
期
は
一

九
五
四
年
に
保
守
政
党
が
相
次
い
で
発
表
し
た
改
憲
構
想
に
憲
法
学
界
が
批
判
を
寄
せ
、
天
皇
元
首
化
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
「
元
首
で
な
い
天
皇
」
と

い
う
文
脈
で
「
象
徴
天
皇
」
の
語
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
第
四
期
は
内
閣
憲
法
調
査
会
の
活
動
期
で
、
保
守
勢
力
が
象
徴
を
元
首
と
解
釈
す
る
こ
と
を
条

件
に
「
象
徴
天
皇
制
」
を
受
容
し
た
。
か
く
し
て
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
門
象
徴
天
皇
制
扁
は
統
｝
的
定
義
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
定
着
す
る
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
五
号
　
二
〇
〇
六
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
の
目
的
は
、
普
段
我
々
が
常
用
し
て
い
る
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
の
由
来
を
検
証
し
つ
つ
、
保
守
勢
力
が
新
憲
法
第
一
条

の
象
徴
規
定
を
受
け
入
れ
た
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
薪
憲
法
の
下
で
存
在
す
る
天
皇
制
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
が



「象徴天皇制」という言葉（冨永）

い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
と
い
う
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
一
方
で
、
こ
の
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
そ
れ
自
体
が
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
の
盲
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
シ
ス
テ
ム
の
本
質
を
探
る
と
き
、
そ
の
名
称
の
由
来
は
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」

な
る
語
は
、
旧
憲
法
下
の
「
天
皇
（
制
）
」
と
新
憲
法
下
の
そ
れ
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
発
想
か
ら
出
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
が
定
着
す
る
ま
で
の
過
程
を
憲
法
学
者
の
議
論
に
沿
っ
て
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
結
論
に
先
回
り
す
る
と
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
は
憲
法
学
界
に
お
い
て
一
九
五
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
姿
を
現
し
、
～
九
六
〇
年

代
初
頭
に
定
着
を
見
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
当
初
は
象
徴
規
定
に
反
発
し
、
天
皇
を
元
首
と
明
記
す
べ
く
改
憲
を
希
望
し
て
い
た
保
守
勢

力
も
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
政
権
を
担
当
し
た
池
田
内
閣
期
に
お
い
て
、
こ
の
用
語
と
と
も
に
象
徴
規
定
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
か
つ
て
旧
稿
に
お
い
て
、
吉
田
茂
首
相
が
「
臣
茂
」
と
し
て
、
新
憲
法
の
条
文
そ
の
ま
ま
に
天
皇
を
議
会
・
王
義
的
霜
主
と
し
て
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

づ
け
る
新
憲
法
運
用
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
こ
で
い
う
議
会
主
義
的
君
主
制
と
は
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
な
ら
っ

て
い
う
と
、
君
主
の
権
能
を
憲
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
立
憲
慰
主
制
が
更
に
進
化
し
た
も
の
で
、
議
会
に
責
任
を
負
う
内
閣
が
君
主
の
権
能
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

完
全
に
統
制
す
る
体
制
を
指
す
。
そ
し
て
こ
の
吉
田
式
憲
法
運
用
は
反
吉
田
派
で
あ
っ
た
鳩
山
・
石
橋
・
岸
内
閣
も
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

吉
田
直
系
の
池
田
内
閣
が
一
層
発
展
さ
せ
た
。
実
に
保
守
政
権
の
新
憲
法
運
用
は
吉
田
が
そ
の
原
型
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
池
田
内
閣
を
契
機
と
し
て
保
守
勢
力
が
天
皇
の
権
威
権
能
を
強
化
す
る
方
向
で
の
改
憲
を
断
念
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
辺
治
が
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

乏
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
ケ
ネ
ス
・
」
・
ル
オ
フ
（
丙
Φ
目
Φ
§
旨
旨
唇
｛
｛
）
も
含
め
、
異
議
を
唱
え
る
研
究
者
は
見
当
た
ら
な
い
し
、
筆

者
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
渡
辺
は
方
針
転
換
の
要
因
を
安
保
闘
争
に
よ
っ
て
保
守
勢
力
が
護
憲
勢
力
の
力
を
認
識
し
た
か
ら
と
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
保
守
勢
力
が
そ
れ
ま
で
強
く
願
っ
て
い
た
改
憲
を
断
念
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
論
理
で
自
身
を
納
得
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
に
注

目
し
た
い
。
本
稿
で
は
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
へ
の
こ
だ
わ
り
に
加
え
て
、
渡
辺
と
ル
オ
フ
が
あ
ま
り
手
を
つ
け
て
い
な
い
鳩
山

内
閣
以
後
の
保
守
政
権
に
よ
る
新
憲
法
運
用
を
検
証
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
保
守
政
権
が
象
徴
規
定
を
受
け
入
れ
た
論
理
を
解
明
す
る
。
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片
山
・
芦
田
内
閣
期
の
芦
田
に
よ
る
内
奏
に
つ
い
て
先
行
観
葉
は
、
総
じ
て
芦
田
が
新
憲
法
下
に
お
け
る
内
奏
の
必
要
性
お
よ
び
正
当
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

懐
疑
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
昭
和
天
皇
の
要
請
を
拒
絶
し
が
た
く
、
内
奏
の
慣
習
を
継
続
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
後
藤
豊
田
は
芦

田
均
首
相
が
目
指
し
た
天
皇
不
執
政
・
天
皇
退
位
を
原
則
と
す
る
象
徴
天
皇
制
路
線
が
定
着
し
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
吉
田
内
閣
の
立
憲
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

制
路
線
が
そ
の
後
の
保
守
政
権
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
後
藤
は
立
憲
君
主
制
の
語
を
明
確
に
定
義
せ
ず
に
用
い
て
い
る

が
、
天
皇
不
執
政
が
象
徴
天
皇
制
で
天
皇
執
政
が
立
憲
君
主
制
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
芦
田
は
結
局
天
皇
の
要
求
に
従
っ
て
内

奏
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
だ
新
憲
法
に
つ
い
て
厳
密
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
ま
い
。
吉
田
は
天
皇
に
議
会
主
義
的
君
主
の
性
格
付

け
を
す
る
手
段
の
～
環
と
し
て
内
奏
を
重
視
し
て
い
た
が
、
天
皇
執
政
の
場
と
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
自
分
以
外
の
閣
僚
の

内
奏
に
つ
い
て
も
明
確
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
も
吉
田
の
役
割
を
重
視
す
る
が
、
象
徴
天
皇
制
と
立
憲
君
主
制
と
い
う
対
置

に
は
筆
者
は
同
意
で
き
な
い
。
明
文
改
憲
を
せ
ず
に
議
会
主
義
的
君
主
制
を
志
向
す
る
保
守
政
権
の
新
憲
法
運
用
が
形
成
し
て
い
っ
た
も
の
が

象
徴
天
皇
制
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
論
に
入
る
前
に
本
稿
の
構
成
を
述
べ
て
お
く
。
第
一
章
は
憲
法
学
界
で
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
の
語
が
普
及
す
る
ま
で
を
検
証
す
る
。
一

九
六
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
憲
法
学
界
の
天
皇
論
は
大
き
く
四
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
が
、
学
界
に
お
い
て
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
の
語
が
普

及
す
る
第
三
期
ま
で
を
第
一
章
で
取
り
扱
う
。
保
守
勢
力
が
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
を
受
け
入
れ
る
の
は
第
四
期
に
あ
た
る
が
、
第
二
章
で
は

そ
の
伏
線
と
し
て
鳩
山
か
ら
池
田
ま
で
の
保
守
政
権
に
よ
る
新
憲
法
運
用
を
天
皇
条
項
に
絞
っ
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
は
第
四
期
に
あ

た
る
内
閣
憲
法
調
査
会
の
活
動
を
検
証
し
、
保
守
勢
力
が
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
を
受
け
入
れ
た
論
理
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
苅
部
直
は
「
象
徴
天
皇
制
偏
の
早
い
使
用
例
の
　
つ
と
し
て
小
林
直
樹
「
象
徴

　
天
皇
制
の
法
意
識
扁
を
あ
げ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
事
実
で
は
な
い
。
苅

　
部
直
「
い
ま
、
天
皇
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
『
大
航
海
届
書
四
五
号
、
二
〇
〇
三

　
年
、
ニ
エ
九
。

②
　
早
い
時
期
に
お
け
る
法
律
家
以
外
に
よ
る
単
発
の
使
用
例
と
し
て
は
、
以
下
の

も
の
が
あ
る
。

　
「
か
・
る
階
代
の
芥
溜
が
生
ん
だ
ウ
ジ
虫
的
英
雄
達
は
な
ぜ
に
憲
法
の
制
定
せ

　
る
日
本
国
象
徴
天
皇
の
御
退
位
を
ス
ロ
…
ガ
ン
に
掲
げ
ら
れ
る
か
を
群
に
語
る

　
べ
き
だ
。
」
救
国
青
年
連
盟
児
島
生
「
天
皇
退
位
説
を
排
す
」
噸
新
愛
媛
誌
～
九

　
四
八
年
七
月
二
四
日
差
投
書
欄
。
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「
新
富
殿
は
“
象
徴
天
皇
”
の
晴
れ
の
国
家
的
儀
場
と
し
て
宮
内
庁
の
一
存
で

　
決
る
も
の
で
は
な
く
〔
後
略
〕
」
「
皇
居
再
建
」
『
毎
日
新
聞
転
　
一
九
五
一
年
一

　
　
〇
月
三
日
付
。

　
岩
淵
辰
雄
「
”
象
徴
”
天
皇
維
持
者
の
弁
“
『
改
造
触
三
三
巻
～
三
号
、
～
九
五

　
二
年
〔
表
題
の
み
〕
。

③
吉
田
の
新
憲
法
運
用
に
つ
い
て
は
拙
稿
コ
九
五
〇
年
代
前
半
の
改
憲
構
想

　
一
天
皇
制
の
豊
麗
づ
け
を
中
心
に
駄
噌
二
十
世
紀
研
究
翫
第
二
号
、
二
〇
〇
一

　
年
、
九
三
～
九
八
。

④
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
著
秋
元
律
郎
・
佐
藤
慶
幸
訳
『
君
主

　
制
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
）
四
五
～
七
六
。

⑤
渡
辺
治
門
日
本
国
憲
法
「
改
正
」
史
論
（
日
本
評
論
社
、
～
九
八
七
年
）
、
岡

　
『
戦
後
政
治
史
の
な
か
の
天
皇
制
隔
（
青
木
書
店
、
　
一
九
九
〇
年
）
。
な
お
、
渡
辺

　
に
は
魍
日
本
の
大
国
化
と
ネ
オ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
　
天
皇
制
ナ
シ
ョ
ナ

　
リ
ズ
ム
の
模
索
と
隙
三
無
（
桜
井
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
の
著
作
も
あ
る
が
、
論

　
旨
に
さ
し
た
る
変
化
は
な
い
し
、
主
な
分
析
対
象
も
一
九
九
〇
年
代
で
あ
る
。

⑥
囲
Φ
毒
Φ
多
曽
膨
乞
｛
｛
§
罵
評
魯
緯
げ
円
藷
肉
O
㍗
O
§
§
達
亀
§
駄
§

　
ミ
§
§
§
ミ
弐
ミ
魅
ホ
ー
這
℃
鈎
9
ヨ
騨
箆
σ
q
ρ
ζ
翻
ら
・
；
↓
豊
国
髪
轟
鼠

　
¢
巳
〈
⑦
富
津
罵
〉
。
。
貯
O
①
艮
舞
甲
沁
O
O
一
．
邦
訳
は
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
著
　
高
橋
紘
監

　
修
　
木
村
剛
久
・
福
島
睦
男
訳
騨
国
民
の
天
皇
』
（
共
同
通
信
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑦
渡
辺
前
掲
噸
戦
後
政
治
史
の
な
か
の
天
皇
制
隔
、
松
尾
尊
禿
『
国
際
国
家
へ
の

　
出
発
睡
（
集
英
祉
、
一
九
九
三
年
）
、
升
味
準
之
輔
『
昭
和
天
皇
と
そ
の
時
代
』

　
（
山
耀
嵐
版
杜
、
　
一
九
九
八
年
）
、
ル
オ
フ
前
掲
『
国
民
の
天
皇
隔
、
後
藤
致
人

　
『
昭
和
天
皇
と
近
現
代
日
本
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑧
後
藤
前
掲
『
昭
和
天
皇
と
近
現
代
日
本
セ
ニ
七
～
二
一
八
。

第
一
章
　
戦
後
憲
法
学
界
の
天
皇
論

第
【
節
　
新
憲
法
制
定
直
後
一
君
主
制
は
維
持
さ
れ
た
か

「象徴天皇制」という言葉（冨永）

　
第
一
期
は
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
直
後
の
時
期
で
あ
る
。
新
憲
法
草
案
が
帝
国
議
会
の
両
院
で
審
議
さ
れ
た
際
、
国
体
が
変
革
し
た
の
か
否

か
が
最
大
の
論
点
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
新
憲
法
成
立
後
、
憲
法
学
者
た
ち
も
ま
ず
そ
の
点
を
議
論
し
た
。
そ
れ
は
本
来
法

律
用
語
で
は
な
い
「
象
徴
」
と
い
う
言
葉
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
最
初
に
、
戦
前
に
お
い
て
憲
法
学
界
を
リ
ー
ド
し

た
東
西
二
人
の
代
表
的
人
物
、
美
濃
部
達
吉
と
佐
々
木
惣
一
の
議
論
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
美
濃
部
達
吉
は
旧
憲
法
の
枠
内
で
議
会
政
治
を
積
極
的
に
肯
定
し
た
天
皇
機
関
説
で
有
名
で
あ
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
敗

戦
圏
日
本
に
課
し
た
民
主
化
は
旧
憲
法
で
も
運
用
宜
し
き
を
得
れ
ば
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
故
に
憲
法
改
正
の
必
要
な
し
と
の
立
場
を
と
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っ
て
い
た
。
そ
の
美
濃
部
は
新
憲
法
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
政
体
は
依
然
君
主
制
で
あ
り
共
和
政
に
転
じ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
」
「
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

洋
語
に
於
い
て
は
日
本
は
図
①
腰
臣
。
で
は
な
く
依
然
国
臼
窟
お
○
｛
窓
署
○
ロ
を
以
て
称
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
た
。
美
濃
部
は
天

皇
の
最
高
統
治
権
者
の
地
位
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
国
会
、
内
閣
、
裁
判
所
の
上
に
立
っ
て
命
令
す
る
権
能
を
有
し
て

い
る
こ
と
」
「
地
位
は
血
統
に
よ
る
世
襲
で
あ
り
、
一
身
は
国
家
の
尊
厳
を
象
徴
す
る
こ
と
」
を
根
拠
と
し
て
、
天
皇
が
君
主
で
あ
る
と
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
拠
に
対
し
て
は
、
国
事
行
為
を
命
令
と
見
な
す
の
が
適
切
な
の
か
、
天
皇
が
象
徴
す
る
の
は
国
家
の
尊
厳
な
の
か
と

い
う
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
、
美
濃
部
の
考
え
で
は
、
新
旧
憲
法
の
差
異
は
天
皇
に
関
す
る
限
り
小
さ
く
、
む
し
ろ
共
通
性
の
方
を
評

価
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
佐
々
木
惣
一
は
貴
族
院
議
員
と
し
て
憲
法
改
正
審
議
に
参
加
し
、
新
憲
法
草
案
が
国
体
を
変
革
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
政
府
を
追
及
し
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
統
治
権
を
総
平
す
る
こ
と
が
国
体
の
核
心
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
新
憲
法
下
の
天
皇
の
地
位
に
関
し
て
、
佐
々
木
は

美
濃
部
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
天
皇
が
主
権
者
で
な
く
な
っ
た
以
上
、
「
わ
が
国
の
国
体
は
、
日
本
国
憲
法
に
よ
り
、
帝
国
憲
法
下
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
②

け
る
も
の
を
変
更
し
た
」
つ
ま
り
、
「
象
徴
」
は
君
主
で
は
な
い
と
佐
々
木
は
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　
両
者
の
所
論
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
概
念
は
生
じ
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
濃
部
に
と
っ
て
は
、
新

憲
法
下
の
天
皇
制
は
旧
憲
法
下
の
も
の
と
大
差
な
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
区
別
す
る
必
要
も
な
い
し
、
区
別
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

逆
に
佐
々
木
か
ら
見
れ
ば
、
新
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
天
皇
制
と
呼
ぶ
に
値
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
に
割
り
切
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
君
主
制
と
共
和
制
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
新
憲
法
の
問
題
点
を

認
め
る
主
張
も
、
同
時
期
に
出
て
い
る
。

　
横
田
喜
三
郎
は
一
九
四
九
年
に
出
し
た
著
作
『
天
皇
制
』
に
お
い
て
、
「
象
徴
が
代
表
と
は
異
な
り
、
主
権
者
で
も
元
首
で
も
な
い
こ
と
」

「
民
意
次
第
で
は
、
天
皇
を
廃
立
す
る
こ
と
も
、
天
皇
制
を
廃
止
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
」
「
天
皇
の
国
事
行
為
は
儀
礼
的
な
も
の
で

あ
り
、
国
政
上
全
く
重
要
性
は
な
い
こ
と
」
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
天
皇
制
が
完
全
に
変
質
し
た
と
説
い
た
。
そ
こ
か
ら
更
に
踏
み
込
ん
で
、
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豫徴天皇制」という言葉（冨永）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
純
粋
に
理
論
的
に
は
、
天
皇
制
を
維
持
す
る
理
由
は
な
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
い
切
る
。
横
田
は
新
憲
法
が
定
め
る
天
皇
の

国
事
行
為
が
民
主
主
義
と
矛
盾
を
き
た
す
可
能
性
を
危
惧
し
、
天
皇
の
国
事
行
為
を
削
除
す
る
方
向
で
の
新
憲
法
の
修
正
を
主
張
し
た
。
そ
れ

な
ら
天
皇
綱
を
維
持
し
て
も
弊
害
は
起
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
第
二
期
の
憲
法
学
界
の
議
論
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
戦
後
憲
法
学
界
の
第
一
世
代
と
い
う
べ
き
佐
藤
功
も
ま
た
、
新
憲
法
が
二
つ
の
矛
盾
す
る
原
理
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
彼
に
よ

れ
ば
、
第
～
条
は
国
民
主
権
主
義
と
天
皇
制
と
の
二
つ
の
観
念
の
接
触
面
も
し
く
は
対
決
点
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
わ
が
国
の
基
本

的
政
治
組
織
原
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
組
織
原
理
の
申
心
点
は
、
「
象
徴
」
の
観
念
に
こ
そ
あ
っ
た
。
旧
憲
法
に
お
い
て
、

天
皇
は
統
治
権
の
総
撹
者
で
あ
る
が
故
に
象
徴
で
も
あ
っ
た
が
、
新
憲
法
に
お
い
て
天
皇
は
非
権
力
性
ま
た
は
無
能
力
性
の
故
に
象
徴
な
の
で

　
④

あ
る
。

　
第
一
期
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
憲
法
学
者
た
ち
が
新
憲
法
体
制
に
お
い
て
君
主
制
は
維
持
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
議
論
し
、
そ
こ
か
ら
薪

憲
法
の
天
皇
に
関
す
る
条
文
が
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
到
っ
た
と
し
て
お
く
。
つ
ま
り
「
象
徴
」
の
語
を
法
律
的
に
解
釈

し
よ
う
と
す
る
段
階
で
あ
っ
て
、
「
象
徴
天
皇
」
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
政
治
的
に
は
さ
ほ
ど
現
実
味
を
帯

び
な
か
っ
た
の
だ
が
、
～
九
四
八
年
に
G
H
Q
が
憲
法
の
再
検
討
を
指
示
し
た
際
、
こ
れ
に
対
応
し
て
公
法
研
究
会
は
翌
年
三
月
二
〇
日
に

「
憲
法
改
正
意
見
」
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
民
主
化
を
徹
底
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
「
象
徴
」
の
語
を
「
儀
章
」
に
改
め
る
こ
と
を
提
言

　
　
　
⑤

し
て
い
る
。
「
象
徴
」
と
い
う
雷
葉
そ
れ
自
体
が
ま
だ
根
を
下
ろ
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
よ
う
。

第
二
簾
　
解
散
権
論
争
一
象
徴
の
権
能

　
第
一
期
と
第
二
期
の
境
目
と
し
て
は
、
解
散
権
問
題
を
あ
げ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
九
四
八
年
賦
と
一
九
五
二
年
に

お
け
る
講
和
条
約
発
効
前
後
の
時
期
の
二
回
に
わ
た
っ
て
起
き
た
問
題
で
、
内
閣
に
衆
議
院
の
解
散
権
を
認
め
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ

る
。
新
憲
法
第
六
九
条
は
内
閣
不
信
任
案
が
可
決
さ
れ
た
際
に
、
内
閣
が
総
辞
職
か
衆
議
院
の
解
散
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
を
定
め
て
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い
る
。
同
時
に
、
第
七
条
で
列
挙
す
る
天
皇
の
国
事
行
為
に
は
衆
議
院
の
解
散
が
含
ま
れ
る
。

　
一
九
四
八
年
一
〇
月
に
少
数
与
党
内
閣
と
し
て
組
閣
し
た
吉
田
茂
首
相
は
衆
議
院
で
多
数
を
獲
得
す
る
た
め
に
解
散
を
望
ん
だ
が
、
解
散
を

望
ま
な
い
野
党
は
第
六
九
条
で
し
か
衆
議
院
の
解
散
は
行
い
え
な
い
と
主
張
し
、
対
す
る
吉
田
は
第
七
条
の
み
を
根
拠
と
し
て
衆
議
院
を
解
散

し
う
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
と
き
は
第
七
条
解
散
を
望
ま
な
い
G
S
が
与
野
党
間
の
仲
介
に
当
た
り
、
野
党
に
内
閣
不
信
任
案
を
可
決
さ
せ
る

こ
と
で
第
六
九
条
解
散
の
形
式
を
整
え
た
。
逆
に
一
九
五
二
年
の
段
階
で
は
、
過
半
数
の
議
席
を
要
す
る
吉
田
内
閣
に
対
し
て
野
党
が
解
散
を

要
求
し
た
の
だ
が
、
吉
田
は
第
六
九
条
の
み
に
よ
っ
て
し
か
解
散
は
行
い
え
な
い
と
主
張
し
、
野
党
が
第
七
条
に
よ
る
解
散
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
結
局
吉
田
は
同
年
八
月
に
第
七
条
を
根
拠
と
す
る
抜
き
打
ち
解
散
を
行
っ
た
。

　
し
か
し
衆
議
院
の
解
散
は
第
七
条
で
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
と
第
六
九
条
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
と

の
間
に
は
、
新
憲
法
が
「
象
徴
」
と
規
定
す
る
天
皇
の
権
限
を
め
ぐ
る
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
の
国
事
行
為
を

根
拠
と
し
て
衆
議
院
の
解
散
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
形
式
的
で
あ
れ
天
皇
に
衆
議
院
の
解
散
権
が
あ
る
と
い
う
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
一
九
四
八
年
の
時
点
に
お
い
て
G
H
Q
は
第
七
条
解
散
を
認
め
る
と
、
天
皇
が
自
由
に
国
会
を
解
散
で
き
る
と
い
う
明
治
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
解
釈
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
後
二
回
の
論
争
の
う
ち
、
後
の
方
は
「
象
徴
」
の
権
能
全
般
を
問

う
議
論
に
発
展
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
七
条
解
散
を
違
憲
と
し
た
の
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
小
嶋
和
司
と
長
谷
川
正
安
の
み
で
あ
る
。
特
に
小
嶋
の
問
題
意
識
は
一
貫
し
て
お
り
、

第
七
条
を
根
拠
と
す
る
解
散
は
新
憲
法
を
君
主
制
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
小
嶋
は
国
事
行
為
規
定
と

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
助
言
承
認
者
内
閣
に
新
し
い
実
質
的
規
定
権
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。

　
国
事
行
為
に
国
政
を
ふ
く
む
よ
う
に
解
釈
す
る
態
度
は
、
天
皇
制
を
門
現
行
憲
法
い
じ
ょ
う
に
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
明
治
憲
法
的
に
」
解
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
あ
る
し
、
ま
た
、
危
険
な
解
釈
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
新
憲
法
下
の
議
院
内
閣
制
を
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
で
第
七
条
解
散
を
合
憲
と
解
釈
し
た
の
は
佐
藤
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f象徴天皇制」という誉葉（冨永）

功
で
あ
る
。
彼
は
君
主
制
の
下
に
お
け
る
議
会
政
と
い
う
点
に
お
い
て
、
薪
憲
法
は
イ
ギ
リ
ス
的
議
院
内
閣
制
を
取
り
入
れ
て
い
る
、
旧
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
小
嶋
が
断
固
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
小
嶋
は
、

天
皇
は
在
来
の
伝
統
的
な
立
憲
君
主
制
の
鴛
主
と
は
違
っ
た
地
位
で
あ
る
と
し
て
、
「
衆
議
院
解
散
に
つ
い
て
い
え
ば
、
他
の
権
限
あ
る
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
決
定
し
た
解
散
を
形
式
的
に
宣
布
す
る
と
い
う
行
為
だ
け
が
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
佐
藤
の
解
釈
を
批
判
し
た
。

　
た
だ
し
、
小
嶋
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
第
七
条
解
散
を
容
認
す
る
の
が
学
界
の
大
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
憲
法
を
君
主
制
と
し
て
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
衆
議
院
の
内
閣
不
信
任
決
議
権
と
内
閣
の
解
散
権
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
す
る

認
識
に
由
来
す
る
。
清
宮
四
郎
は
第
七
条
解
散
を
危
惧
す
る
声
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

　
解
釈
論
と
し
て
は
、
天
皇
の
権
能
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
明
治
憲
法
時
代
と
異
な
り
、
天
皇
の
権
能
の
影
に
か
く
れ
て
独
裁
を
行
う
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
き
な
く
な
っ
た
今
日
、
筆
者
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
旧
天
皇
制
に
結
び
つ
く
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　
現
在
で
は
内
閣
に
衆
議
院
解
散
権
を
認
め
る
解
釈
が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
解
散
権
論
争
は
新
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
と
権
能
の

曖
昧
さ
、
そ
れ
故
に
生
じ
る
問
題
に
つ
い
て
憲
法
学
者
た
ち
の
関
心
を
喚
起
し
た
。
そ
こ
に
最
大
の
意
義
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
新
憲
法
施
行
か
ら
数
年
が
経
ち
、
特
に
独
立
後
は
G
H
Q
の
監
視
も
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
憲
法
学
者
た
ち
は
「
象
徴
」
が
旧
憲
法
か
ら

の
断
絶
だ
け
で
は
な
く
、
継
続
の
要
素
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
警
戒
感
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
ち
ら
へ
議
論
の
重
点
を
移
し
た
よ
う
に
思
え

る
。
鵜
飼
信
成
は
『
思
想
』
一
九
五
二
年
六
月
号
の
「
天
皇
制
特
集
」
に
寄
稿
し
、
「
象
徴
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

事
行
為
の
条
文
が
、
天
皇
に
立
憲
君
主
と
し
て
の
役
割
を
与
え
う
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
か
、
一
九
五
三
年
秋
の
日
本
公
法
学
会
で
は
天
皇
の
権
能
に
つ
い
て
大
い
に
論
じ
ら
れ
た
。
新
憲
法
に
お
け

る
天
皇
の
位
置
づ
け
が
こ
れ
ほ
ど
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
た
の
は
、
極
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
議
論
の
焦
点
は
、
「
象
徴
」
に
積
極
的
意
味
を

見
出
せ
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。

　
天
皇
に
実
質
的
権
能
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
「
象
徴
」
に
は
消
極
的
意
味
し
か
な
い
と
解
釈
し
た
の
が
黒
田
覚
で
あ
る
。
黒
田
は
新
憲
法
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起
草
者
が
天
皇
の
象
微
的
機
能
が
カ
リ
ス
マ
性
に
転
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
天
皇
に
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
「
場
」
を
与
え
な
か
っ
た
た
め

に
、
新
憲
法
下
の
天
皇
の
積
極
的
位
置
付
け
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
日
本
の
政
治
機
構
は
、
慰
主
の
な
い
議
院
内
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

櫛
型
の
君
主
制
か
、
大
統
領
の
な
い
議
院
内
閣
轡
型
の
共
和
制
に
近
い
」
も
の
と
な
っ
た
。
黒
田
に
よ
れ
ば
、
欧
州
の
君
主
は
現
実
に
政
治
の

場
で
活
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
質
的
権
能
を
持
っ
て
い
な
が
ら
あ
え
て
行
使
し
な
い
こ
と
で
象
徴
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
天
皇
は
、
実
質
的
権
能
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
に
象
徴
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
、
た
だ
の
飾
り
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
と
は
逆
に
、
た
だ
の
飾
り
に
過
ぎ
な
い
こ
と
こ
そ
が
積
極
的
に
評
価
で
き
る
と
す
る
解
釈
が
あ
っ
た
。
佐
藤
功
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
象

徴
と
見
な
さ
れ
る
所
以
は
万
能
な
権
能
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
権
能
の
行
使
が
名
目
的
に
な
っ
た
点
に
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、

天
皇
の
象
徴
性
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
そ
れ
と
同
じ
、
ま
た
は
そ
れ
を
一
層
進
め
た
も
の
と
評
価
し
た
。
故
に
、
「
憲
法
に
定
め
て
い
る
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

権
能
は
、
天
皇
の
象
徴
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
場
と
し
て
決
し
て
少
な
す
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
」

　
今
井
直
重
は
佐
藤
よ
り
も
更
に
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
る
。

　
君
主
概
念
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
見
る
と
、
絶
対
盟
主
、
制
限
君
主
（
立
憲
君
主
）
、
象
徴
君
主
（
民
主
君
主
）
へ
と
推
移
し
て
い
る
。
象
徴
君
主
は
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
と
し
て
最
も
君
主
性
の
希
薄
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
君
主
と
し
て
最
も
発
展
し
た
段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
今
井
は
「
神
権
的
天
皇
」
に
「
象
徴
的
天
皇
」
（
略
し
て
「
象
徴
天
皇
」
）
を
対
比
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
「
象
徴
天
皇
」
と
い
う
用
語
の
憲
法
学

界
に
お
け
る
最
も
早
い
使
用
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
象
徴
天
皇
」
を
権
力
性
が
希
薄
化
し
た
が
故
に
君
主
と
し
て
最
も
純
粋
な
、
最

も
進
ん
だ
段
階
に
あ
る
と
し
て
、
肯
定
す
る
。
佐
藤
や
今
井
の
解
釈
で
は
、
新
憲
法
下
に
お
い
て
も
天
皇
は
君
主
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

谷
川
正
安
の
よ
う
に
君
主
制
に
否
定
的
な
学
者
は
「
象
徴
」
を
一
段
と
限
定
的
に
解
釈
し
た
。

　
憲
法
学
者
た
ち
の
議
論
は
結
局
一
致
を
見
た
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
る
種
の
潮
流
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
、

解
散
権
論
争
当
初
に
学
界
の
大
勢
で
あ
っ
た
、
「
新
憲
法
に
は
明
治
憲
法
的
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
の
否
定
で
あ
る
。
第
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

解
散
を
肯
定
す
る
学
説
も
、
解
散
権
が
内
閣
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
霜
主
の
解
散
権
を
内
閣
が
実
行
す
る
の
で
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「象徴天皇制」という雷葉（冨永）

は
な
く
、
内
閣
が
有
す
る
解
散
権
を
内
閣
が
行
使
す
る
に
際
し
て
天
皇
が
儀
礼
を
行
う
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
君
主
が
有
す
る
解

散
権
を
内
閣
が
行
使
す
る
と
い
う
欧
州
の
議
会
主
義
的
君
主
制
と
は
逆
転
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
当
然
、
吉
田
が
行
っ
た
第
七
条
解
散
の
趣

旨
と
も
異
な
る
。

　
つ
ま
り
、
憲
法
学
界
の
大
勢
は
新
憲
法
の
霜
主
制
的
要
素
を
薄
め
て
解
釈
す
る
方
向
へ
流
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
彼
ら
の
中
で
食
い
違
っ

た
の
は
、
天
皇
が
「
象
徴
」
と
い
う
形
で
残
っ
た
こ
と
を
新
憲
法
の
特
色
と
見
る
か
、
こ
れ
を
新
憲
法
の
欠
点
と
見
る
か
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
天
皇
の
君
主
的
性
格
を
強
め
る
方
向
で
の
憲
法
改
正
に
は
、
憲
法
学
界
か
ら
強
い
反
対
が
起
こ
る
土
壌
が
用
意
さ
れ
た
。

　
こ
の
時
期
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
象
徴
天
皇
」
の
語
の
使
用
例
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
管
見
で
は
前
述
の
今
井
の
他
に
宮
沢
俊
義
「
天

⑱皇
」
が
確
認
で
き
る
。
小
見
出
し
で
使
用
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
悩
憲
法
の
天
皇
が
統
治
権
の
総
撹

者
で
あ
る
が
故
に
国
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
単
に
象
徴
と
し
て
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
天
皇
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
使
用
し
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
象
徴
天
皇
」
は
そ
の
無
力
性
を
強
調
す
る
言
葉
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
保
守
改
憲
構
想
へ
の
反
響
－
象
徴
は
元
首
に
あ
ら
ず

　
～
九
五
四
年
九
月
に
改
進
党
が
、
一
一
月
に
自
由
党
が
、
相
次
い
で
憲
法
改
正
構
想
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
憲
法
改
正
を
回
避
し
つ
つ
、
再

軍
備
を
進
め
る
吉
田
政
権
に
対
す
る
批
判
が
根
底
に
あ
っ
た
が
、
天
皇
に
関
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
「
象
徴
」
に
替
え
て
「
元
首
」
の
語
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
規
定
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
欧
州
の
君
主
国
に
倣
っ
て
天
皇
の
権
能
を
拡
大
し
つ
つ
、
国
民
主
権
の
原
則
は
動
か
さ
な
い
こ
と
を
主

張
し
た
の
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
憲
法
学
者
は
第
二
期
の
流
れ
を
受
け
て
、
こ
の
天
皇
元
首
化
論
を
時
代
に
逆
行
す
る
動
き
で
あ
る
と
批

判
し
た
。
こ
れ
が
天
皇
を
め
ぐ
る
憲
法
論
議
の
第
三
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
は
憲
法
学
界
で
も
憲
法
改
正
を
扱
っ
た
研
究
が
増
え
た
。
し
か
し
、
改
進
党
お
よ
び
自
由
党
の
改
憲
構
想
に
つ
い
て
直
接
論
じ
た

も
の
は
少
な
い
。
特
に
改
進
党
の
改
憲
構
想
は
単
独
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
自
由
党
の
憲
法
改
正
構
想
を
批
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判
的
に
検
討
し
た
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
『
法
律
時
報
』
共
に
一
九
五
五
年
一
月
号
の
特
集
を
取
り
上
げ
る
。
改
憲
の
主
眼
は
再
軍
備
に
あ
る
と
い

う
評
価
が
両
鐙
共
通
の
評
価
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
乗
じ
て
占
領
期
の
民
主
的
改
革
を
覆
し
、
戦
前
に
逆
行
さ
せ
る
の
が
保
守
勢
力
の
狙

い
で
あ
る
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
憲
法
学
界
の
主
流
を
占
め
た
。

　
た
と
え
ば
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
の
特
集
に
お
い
て
宮
沢
俊
義
、
鵜
飼
信
成
、
芦
部
信
喜
が
憲
法
改
正
問
題
を
概
観
し
て
い
る
。
宮
沢
は
、
戦
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
民
主
主
義
を
支
持
し
な
い
人
が
憲
法
の
全
面
改
正
を
主
張
し
、
さ
ら
に
明
治
憲
法
へ
戻
れ
と
叫
ぶ
の
は
当
然
で
あ
る
と
改
憲
論
を
退
け
た
。

従
っ
て
、
民
主
主
義
者
に
と
っ
て
は
改
正
案
が
民
主
主
義
を
前
進
さ
せ
る
な
ら
賛
成
す
る
が
、
後
退
さ
せ
る
な
ら
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
鵜
飼
は
自
由
党
憲
法
改
正
案
要
綱
を
、
「
本
質
的
に
現
行
憲
法
の
原
理
を
離
れ
て
、
旧
憲
法
の
原
理
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
酷

評
し
、
実
質
的
に
法
律
上
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
と
批
難
し
た
。
芦
部
は
要
綱
全
体
に
旧
憲
法
へ
の
郷
愁
を
感
じ
と
っ
た
上
で
、
天
皇
元
首
化

と
そ
の
権
限
強
化
、
再
軍
備
、
基
本
的
人
権
の
制
限
・
家
の
舗
度
の
復
活
、
行
政
権
の
拡
大
強
化
と
国
会
の
弱
体
化
、
中
央
集
権
主
義
を
問
題

　
　
　
　
⑫

直
し
て
い
る
。
保
守
勢
力
の
改
憲
構
想
が
新
憲
法
の
定
着
を
前
提
と
し
た
上
で
議
会
主
義
的
霜
主
監
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
が

旧
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
だ
が
、
三
人
の
憲
法
学
者
は
一
様
に
反
民
主
的
と
見
な
し
、
保
守
勢
力
へ
の
不
信
感
を
表
明
し
た
。

　
天
皇
条
項
の
部
分
に
つ
い
て
論
じ
た
黒
田
覚
は
、
現
在
の
天
皇
の
地
位
が
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
原
因
は
、
天
皇
を

憲
法
の
中
に
残
す
た
め
に
、
「
ア
メ
リ
カ
型
の
三
権
分
立
制
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
議
院
内
閣
制
を
結
合
し
よ
う
と
し
た
」
こ
と
に
あ
る
。
そ

の
結
果
、
第
四
条
の
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
と
い
う
規
定
と
、
第
六
条
・
第
七
条
の
国
事
行
為
規
定
が
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

何
故
な
ら
ば
、
国
事
行
為
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
君
主
や
大
統
領
が
持
つ
調
整
権
的
権
能
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
る
の
に
、
天
皇
に
は
そ
の

権
能
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
黒
田
は
、
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
改
正
の
問
題
点
を
「
天
皇
に
元
首
と
し
て
の
最
小
限
の
地
位
を
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
こ
と
」
、
「
国
事
行
為
の
内
容
中
、
外
交
関
係
に
関
す
る
規
定
を
こ
れ
に
対
応
し
得
る
よ
う
整
備
す
る
こ
と
」
の
二
つ
に
ま
と
め
た
。

　
黒
田
の
見
解
は
、
天
皇
元
首
化
に
理
解
を
示
し
て
い
る
点
で
他
の
寄
稿
者
と
一
線
を
画
し
て
い
る
が
、
一
九
五
三
年
以
来
一
貫
し
て
い
る
と

い
え
る
。
新
憲
法
が
共
和
制
を
ベ
ー
ス
に
鷺
主
制
の
儀
礼
的
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
憲
法
と
し
て
の
基
本
的
性
格
が
曖
昧
に
な
つ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
守
勢
力
の
改
憲
構
想
を
反
民
主
的
と
し
て
批
判
し
た
憲
法
学
者
も
、
そ
の
点
は
認
め
て
い
た
。
宮
沢
は
同
誌
が
企

画
し
た
座
談
会
で
、
終
戦
後
の
天
皇
制
支
持
論
と
廃
止
論
の
対
立
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
を
、
「
象
徴
と
い
う
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
よ
う
な
言
葉
で
、
象
徴
天
皇
制
と
い
う
も
の
で
」
休
戦
状
態
に
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。
「
象
徴
天
皇
制
」
が
政
治
的
妥
協
を
意
味
す

る
と
い
う
問
題
意
識
は
宮
沢
の
み
な
ら
ず
、
鵜
飼
や
佐
藤
と
も
共
通
す
る
。
更
に
宮
沢
は
認
証
と
い
う
国
事
行
為
を
取
り
上
げ
、
海
外
で
は
天

皇
が
元
首
と
見
な
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
。
現
状
で
も
元
首
を
連
想
さ
せ
る
の
に
、
「
元
首
」
と
明
記
し
た
ら
、
ま
す
ま
す
旧
体
制
の
要
素
が
復

活
す
る
と
い
う
危
惧
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
宮
沢
は
他
な
ら
ぬ
自
由
党
憲
法
調
査
会
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
際
、
現
在
の
民
主
主
義
は
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

も
根
の
深
い
も
の
で
は
な
い
の
で
、
今
は
ま
だ
軍
国
主
義
復
活
の
恐
れ
が
あ
る
と
発
言
し
て
い
た
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
新
憲
法
が
民
主
的
だ
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
旧
憲
法
と
比
較
し
て
の
話
で
あ
り
、
明
確
に
民
主
的
性
格
を
持
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
『
法
律
時
報
』
も
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
特
集
を
組
ん
だ
が
、
保
守
勢
力
に
対
す
る
批
判
は

よ
り
厳
し
い
。
末
川
博
は
改
憲
の
目
的
が
再
軍
備
に
あ
る
と
断
じ
た
上
で
、
「
日
本
国
憲
法
の
ス
ジ
ガ
ネ
は
平
和
主
義
と
民
主
主
義
に
あ
る
」

と
唱
え
た
。
小
嶋
和
司
も
「
元
首
」
天
皇
、
「
象
徴
」
天
皇
と
カ
ギ
カ
ッ
コ
つ
き
の
表
記
を
用
い
て
、
「
元
首
」
天
皇
の
伝
統
性
、
カ
リ
ス
マ
性

が
効
果
を
持
ち
う
る
社
会
で
は
国
家
意
思
の
民
主
的
形
成
が
期
待
し
が
た
い
と
し
て
、
天
皇
元
首
化
論
を
民
主
政
治
へ
悪
影
響
を
も
た
ら
す
と

　
　
　
⑳

批
判
し
た
。
「
象
徴
」
が
「
元
首
」
に
対
比
さ
れ
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
ま
で
の
小
嶋
の
主
張
と
照
合
す
れ

ば
、
非
君
主
の
意
味
を
濃
厚
に
含
ん
で
い
る
。
た
だ
、
「
象
徴
天
皇
」
と
い
う
用
語
と
し
て
意
識
的
に
使
っ
て
い
る
と
ま
で
は
断
言
し
が
た
い
。

更
に
同
誌
企
画
の
座
談
会
で
は
、
自
由
党
の
憲
法
改
正
構
想
は
天
皇
制
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
支
柱
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
能
強
化
を
企
図
し
て
い
る
と
の
声
が
あ
が
っ
た
。
憲
法
学
界
の
改
憲
論
批
判
を
見
て
気
づ
く
こ
と
は
、
戦
争
放
棄
条
項
は
と
も
か
く
天
皇
条

項
に
関
す
る
限
り
、
改
憲
反
対
の
力
点
は
改
憲
構
想
へ
の
拒
絶
反
応
に
こ
そ
あ
り
、
必
ず
し
も
新
憲
法
自
体
へ
の
肯
定
的
評
価
に
あ
る
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
は
肯
定
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
新
憲
法
の
欠
陥
と
す
ら
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
五
六
年
に
は
佐
藤
功
が
、
こ
れ
も
は
っ
き
り
と
し
た
定
義
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
使
用
し
た
論
文
を
書
い
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⑳

て
い
る
。
佐
藤
は
新
憲
法
制
定
時
に
理
想
主
義
的
受
容
と
現
状
承
認
的
受
容
の
双
方
が
あ
っ
た
と
す
る
。
天
皇
制
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
民
主

権
の
表
れ
と
受
け
取
る
の
が
前
者
で
、
天
皇
制
護
持
の
達
成
と
受
け
取
る
の
が
後
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
も
か
く
も
天
皇
の
存
在
が
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
を
曖
昧
化
す
る
解
釈
を
生
み
出
す
基
盤
が
あ
る
と
見
る
。
佐
藤
は
当
然
前
者
の
解
釈
を
支
持
す

る
の
だ
が
、
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
、
政
治
的
妥
協
を
指
す
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
点
は
、
宮
沢
と
重
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
佐
藤
が
翌
年
に
発
表
し
た
論
文
「
天
皇
の
象
徴
制
」
で
も
、
「
象
徴
天
皇
制
」
が
含
む
政
治
的
妥
協
と
し
て
の
性
質
が
よ
り
強
調
さ
れ
た
。

宮
沢
と
佐
藤
は
保
守
政
党
の
改
憲
構
想
に
対
抗
す
る
上
で
、
意
識
的
に
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
・
佐
藤
論
文
「
天
皇
の
象
徴
塑
が
後
年
の
単
行
殉
に
収
録
さ
れ
た
際
に
は
雲
母
天
皇
制
の
諸
問
題
」
と
改
題
さ
れ
て
い
る
・
こ
の
数
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年
間
に
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
が
定
着
し
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
五
六
年
に
は
他
に
も
「
象
微
天
皇
（
制
）
」
を
日
本
民
主
化
の
成
果
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
日
本
民
主
化
の
不
徹
底
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
た
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
稲
田
陽
一
は
新
憲
法
に
お
い
て
国
民
主
権
が
確
立
し
た
一
方
で
、
天
皇
制
が
変
革
を
加
え
ら
れ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ら
も
存
続
し
た
こ
と
を
、
「
普
遍
的
な
畏
主
主
義
の
政
治
原
理
の
我
が
国
固
有
の
保
守
的
伝
統
に
対
す
る
譲
歩
が
見
ら
れ
る
」
と
評
し
た
。
ま

た
、
芦
部
も
「
現
行
憲
法
の
定
め
る
象
徴
天
皇
制
」
は
天
皇
制
護
持
と
魚
蝋
主
権
の
妥
協
の
結
果
と
み
た
上
で
、
＝
切
の
政
治
的
権
力
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
奪
さ
れ
た
天
皇
は
も
は
や
「
霜
主
」
で
も
な
く
「
元
首
」
で
も
な
い
」
と
論
じ
た
。
彼
ら
の
よ
う
に
薪
憲
法
を
日
本
民
主
化
の
途
上
に
お
け

る
一
時
的
妥
協
の
産
物
と
す
る
な
ら
ば
、
民
主
化
に
逆
行
す
る
改
憲
は
否
定
す
る
の
が
当
然
と
し
て
も
、
民
主
化
を
促
進
す
る
改
憲
な
ら
ば
肯

定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
改
憲
反
対
論
は
恒
久
的
な
護
憲
論
で
は
な
い
。
将
来
的
な
天
皇
制
廃
止
に
含
み
を
持

た
せ
た
、
当
座
の
対
応
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
鵜
飼
信
成
は
一
九
五
六
年
の
著
書
で
「
天
皇
象
徴
制
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
彼
は
新
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
君
主
政
か
ら
共
和
政
へ
の
転

換
が
起
こ
っ
た
と
見
な
し
、
象
徴
の
持
っ
て
い
る
機
能
は
主
と
し
て
政
治
的
社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
そ
の
も
の
に
は
法
律
的
な

意
味
は
な
い
と
主
張
し
た
。
や
は
り
「
象
徴
」
の
君
主
と
し
て
の
性
質
を
否
定
す
る
文
脈
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
新
憲
法
下
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の
天
皇
制
を
「
象
徴
天
皇
制
」
と
い
う
、
旧
憲
法
下
の
天
皇
制
と
は
異
な
る
一
個
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
す
る
見
方
が
、
こ
の
第
三
期
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

期
に
憲
法
学
者
の
問
に
広
ま
っ
た
。
同
時
期
に
社
会
党
も
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
使
い
始
め
る
が
、
憲
法
学
界
の
議
論
を
反
映
し
て
い
た
と

み
て
よ
い
。

①
美
濃
部
達
吉
『
日
本
国
憲
法
原
論
幅
（
有
斐
閣
、
一
九
四
八
年
）
二
二
五
。

②
佐
々
木
惣
　
『
日
本
国
憲
法
論
暁
（
有
斐
閣
、
一
九
四
九
年
）
一
八
九
。

③
横
田
喜
三
郎
『
天
皇
制
鰍
（
労
働
文
化
社
、
一
九
四
九
年
）
二
七
四
～
二
七
五
。

④
佐
藤
功
「
天
皇
象
徴
論
の
根
本
問
題
」
『
法
律
タ
イ
ム
ズ
臨
四
巻
七
号
、
一
九

　
五
〇
年
、
｝
八
～
二
七
。

⑤
公
法
研
究
会
編
「
憲
法
改
正
意
見
」
噛
法
律
時
報
㎞
一
＝
巻
四
号
、
一
九
四
九

　
年
、
五
七
。

⑥
欄
朝
日
新
聞
臨
一
九
四
八
年
＝
月
＝
二
日
付
。

⑦
小
嶋
和
司
「
解
散
権
論
議
に
つ
い
て
」
明
公
法
研
究
』
第
七
号
、
一
九
五
二
年
。

　
引
用
元
は
前
掲
魍
山
鴫
和
司
態
法
論
集
　
二
　
憲
法
と
政
治
機
構
』
七
三
一
七
四
。

⑧
佐
藤
功
「
解
散
を
め
ぐ
る
憲
法
論
争
」
『
法
律
時
報
瞼
｝
西
巻
二
号
、
一
九
五

　
二
年
、
　
一
工
ハ
。

⑨
小
鵡
和
司
「
天
皇
の
権
能
に
つ
い
て
」
『
法
律
時
報
』
二
四
巻
一
〇
号
、
一
九

　
五
二
年
、
八
四
。

⑩
　
清
宮
四
郎
「
わ
が
憲
法
上
の
解
散
扁
明
法
学
諦
（
東
北
大
学
）
一
七
巻
一
号
、
へ

　
九
五
三
年
、
七
、
一
一
。

⑪
鵜
飼
信
成
「
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
」
『
思
想
駈
三
三
六
号
、
一
九
五
二

　
年
、
七
。

⑫
黒
磁
覚
「
天
皇
の
憲
法
上
の
地
位
」
欄
公
法
研
究
』
第
一
〇
号
、
一
九
五
四
年
、

　
一
八
。

⑬
佐
藤
功
「
象
徴
の
機
能
に
つ
い
て
」
同
右
、
一
二
。

⑭
今
井
儘
重
「
天
皇
の
憲
法
上
の
地
位
」
同
苗
、
三
一
。

⑮
同
門
今
井
論
文
、
三
一
、
三
四
。

⑯
長
谷
川
正
安
「
象
徴
の
法
的
意
味
内
容
に
つ
い
て
」
同
右
、
二
八
。

⑰
一
円
一
億
「
天
皇
の
国
事
行
為
と
衆
議
院
解
散
権
」
同
右
所
収
。

⑱
宮
沢
俊
義
「
天
皇
」
隅
ジ
ュ
リ
ス
ト
幅
四
　
号
、
一
九
五
三
年
、
一
＝
二
。

⑲
前
掲
拙
稿
コ
九
五
〇
年
代
前
半
の
改
憲
構
想
一
天
皇
制
の
位
置
づ
け
を
中

　
心
に
扁
一
〇
〇
～
一
〇
九
。

⑳
宮
沢
俊
義
「
憲
法
改
正
問
題
の
考
え
方
扁
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
三
号
、
一
九
五

　
五
年
、
一
八
。

⑳
鵜
飼
信
成
「
憲
法
改
正
論
の
二
つ
の
型
」
同
右
、
二
一
～
二
二
。

⑫
　
芦
部
信
喜
「
憲
法
改
正
問
題
の
概
観
」
同
右
、
二
九
。

⑬
　
黒
田
覚
「
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
」
同
右
、
三
二
。

⑳
　
　
「
座
談
△
瓜
　
霧
醐
法
改
正
問
題
（
上
）
扁
同
右
、
　
占
ハ
ー
エ
O

⑳
　
宮
沢
俊
義
門
日
本
国
憲
法
の
性
格
と
改
正
論
」
『
特
別
資
料
2
憲
法
改
正
の
諸

　
論
点
隔
（
自
由
党
憲
法
調
査
会
、
一
九
五
四
年
）
二
二
～
二
三
。

⑳
小
嶋
和
司
「
天
皇
－
象
徴
か
ら
元
首
へ
？
」
鯛
法
律
時
報
瞼
二
七
巻
一
号
、

　
一
九
五
五
年
、
一
四
。

⑳
　
中
村
哲
法
政
大
教
授
の
発
言
。
「
憲
法
改
正
意
図
の
史
的
意
義
」
同
右
、
九
二
。

⑳
〉
佐
藤
功
「
憲
法
の
解
釈
と
い
う
こ
と
」
『
法
律
時
報
㎞
二
八
巻
百
写
、
一
九
五

　
六
年
、
五
、
九
。

⑳
　
同
右
佐
藤
論
文
、
五
。

⑳
佐
藤
功
「
天
皇
の
象
徴
制
」
噸
ジ
ュ
リ
ス
ト
睡
ご
二
〇
号
、
一
九
五
七
年
。

⑳
　
佐
藤
功
門
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
　
第
二
巻
㎞
（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
。
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⑳
　
稲
照
陽
一
「
天
皇
象
徴
論
の
諸
問
題
扁
蝋
問
山
大
学
法
経
学
黒
馬
二
四
　
一
六
号
、

　
～
九
五
⊥
ハ
年
、
　
一
。

⑳
　
芦
部
償
喜
「
日
本
国
憲
法
と
新
日
本
国
憲
法
案
」
四
日
本
及
日
本
人
』
七
巻
一

　
二
号
、
一
九
五
六
年
、
一
三
。

⑭
　
鵜
飼
信
…
成
魍
憲
法
㎞
（
四
石
波
｛
沓
店
、
　
一
九
五
⊥
ハ
年
）
　
一
工
ハ
ニ
。

⑳
　
　
「
〔
鳩
山
内
閣
は
〕
主
権
在
民
の
大
原
則
に
制
限
を
加
え
、
象
徴
天
皇
制
を
改

　
革
し
て
、
天
皇
を
日
本
の
元
首
と
し
て
、
明
治
憲
法
時
代
の
天
皇
制
へ
の
復
帰
を

　
意
図
し
て
お
り
ま
す
」
一
九
五
六
年
六
月
一
日
第
二
四
国
会
衆
議
院
本
会
議
に
お

　
け
る
社
会
党
浅
沼
稲
次
郎
の
鳩
山
内
閣
不
信
任
決
議
案
趣
旨
説
明
。
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第
二
章
　
保
守
政
権
の
新
憲
法
運
用
一
鳩
山
以
後

　
第
四
期
は
内
閣
憲
法
調
査
会
の
活
動
時
期
と
重
な
る
。
一
九
五
八
年
一
～
月
、
皇
太
子
（
今
上
天
皇
）
の
婚
約
が
発
表
さ
れ
て
一
大
ブ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
捲
き
起
こ
し
た
が
（
結
婚
は
翌
年
四
月
）
、
そ
の
現
象
を
論
じ
た
松
下
圭
一
「
大
衆
天
皇
制
論
」
が
『
中
央
公
論
』
一
九
五
九
年
四
月
号
に
発

表
さ
れ
た
。
松
下
は
「
絶
対
天
皇
制
」
に
「
大
衆
天
皇
制
」
を
対
置
し
て
、
正
当
性
の
根
拠
を
皇
祖
皇
宗
か
ら
大
衆
的
同
意
に
移
し
、
脱
政
治

化
す
る
こ
と
で
最
大
の
政
治
的
効
果
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
天
皇
制
の
変
貌
を
説
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
論
文
に
対
す
る
批
判
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
、
小
林
直
樹
の
「
象
徴
天
皇
制
の
法
意
識
」
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
「
象
徴
天
皇

制
」
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
最
初
の
論
文
だ
が
、
こ
こ
で
も
明
確
な
定
義
は
な
い
。
論
旨
は
、
「
象
徴
天
皇
制
」
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
斑

主
化
政
策
と
天
皇
制
の
妥
協
で
あ
る
こ
と
、
国
民
に
田
時
代
の
意
識
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
象
徴
天
皇
制
」
が
保
守
的
な
意
味
で
の
安

定
機
構
と
し
て
働
く
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
こ
と
、
そ
れ
で
も
若
い
合
理
的
世
代
は
現
在
の
「
象
徴
天
皇
制
」
に
対
し
て
さ
え
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

で
あ
り
、
「
象
徴
天
皇
制
」
も
根
底
に
は
本
質
的
不
安
定
性
を
蔵
し
て
い
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
小
林
は
憲
法
学
界
の
使
用
例
に
従
っ
て

「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
苅
部
直
は
小
林
が
新
旧
憲
法
下
の
天
皇
制
に
連
続
性
を
見
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
天
皇
制

へ
の
警
戒
心
・
批
判
意
識
に
お
い
て
松
下
と
の
本
質
的
差
異
は
小
さ
い
と
指
摘
す
る
。
他
方
、
象
徴
天
皇
制
と
い
う
表
現
は
国
民
主
権
を
明
記

す
る
新
憲
法
制
定
に
よ
り
戦
前
と
戦
後
で
そ
の
君
主
制
度
の
正
当
性
根
拠
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
視
線
を
曇
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。



　
新
憲
法
の
条
文
そ
れ
自
体
は
鴛
主
制
を
明
確
に
規
定
し
て
い
な
い
。
故
に
保
守
勢
力
は
、
あ
る
い
は
吉
田
の
よ
う
に
解
釈
運
用
の
妙
を
凝
ら

し
て
議
会
主
義
的
君
主
制
の
確
立
を
図
り
、
あ
る
い
は
反
吉
田
派
の
よ
う
に
改
憲
に
よ
る
天
皇
元
首
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
考

察
で
き
な
か
っ
た
が
、
ミ
ッ
チ
ー
ブ
ー
ム
も
保
守
勢
力
の
努
力
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
松
下
も
小
林
も
薪
憲
法
を
共
和
制
に
引

き
つ
け
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
当
時
の
天
皇
綱
に
批
判
を
加
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
結
局
日
本
国
民
は
君
主
制
・
共
和
制
の
い
ず
れ
の
方
向
に

も
明
確
な
態
度
表
明
を
し
な
い
ま
ま
、
た
だ
保
守
政
権
に
憲
法
運
用
の
主
導
権
を
委
ね
て
現
在
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
憲
法
調
査
会
の
活
動
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
時
期
に
保
守
勢
力
の
大
勢
が
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
容
認
に
傾
い
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る

の
だ
が
、
そ
れ
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
鳩
山
一
郎
・
石
橋
湛
山
・
岸
信
介
・
池
田
勇
人
内
閣
に
よ
る
新
憲
法
運
用
を
把
握
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
鳩
由
と
岸
は
い
ず
れ
も
憲
法
改
正
を
強
く
主
張
し
て
き
た
政
治
家
で
あ
り
、
政
権
を
獲
得
し
て
か
ら
も
そ
の
意
欲
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
が
、
現
実
の
政
治
状
況
は
改
憲
に
不
利
で
あ
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
彼
ら
と
し
て
は
不
本
意
な
こ
と
に
吉
田
式
憲
法
運
用
を
受
け

継
ぐ
し
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
吉
田
直
系
の
池
田
は
、
自
ら
進
ん
で
吉
田
式
憲
法
運
用
を
実
践
し
、
自
由
民
主
党
結
党
時
の
理
念
で
あ

る
改
憲
を
放
棄
し
た
。

第
一
節
　
反
　
　
吉
　
　
田
一
鳩
山
・
石
橋
・
岸
内
閣
期

£象徴天皇制」という言葉（冨永）

　
鳩
山
内
閣
の
内
奏
に
つ
い
て
は
、
外
相
を
務
め
た
重
光
葵
の
日
記
に
、
『
芦
田
均
日
記
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
や
や
踏
み
込
ん
だ
記
述
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
る
。
『
重
光
葵
日
記
』
で
確
認
で
き
る
の
は
、
一
九
五
五
年
五
月
一
一
日
、
同
月
二
三
日
、
六
月
一
四
B
、
八
月
二
〇
日
、
九
月
二
八
日
、

一
一
月
一
六
日
、
一
九
五
六
年
六
月
一
五
日
の
七
回
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
外
交
問
題
に
関
す
る
内
奏
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
日
記

の
所
々
に
記
述
さ
れ
た
昭
和
天
皇
の
言
動
を
見
る
と
、
占
領
期
に
引
き
続
い
て
天
皇
が
共
産
党
に
対
す
る
強
い
警
戒
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

わ
か
る
。
重
光
自
身
の
天
皇
観
お
よ
び
憲
法
解
釈
も
吉
田
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
天
皇
が
政
治
に
高
い
関
心
を
持
つ
こ
と
に
懸
念
を
覚
え
な

い
点
で
芦
田
と
異
な
る
。
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そ
の
他
の
閣
僚
に
つ
い
て
は
、
『
朝
日
新
聞
』
『
毎
日
薪
聞
』
『
入
江
相
政
日
記
』
で
確
認
で
き
た
範
囲
で
は
、
鳩
山
首
相
が
政
務
報
告
を
し

た
事
例
が
二
回
あ
る
（
以
下
、
内
奏
の
典
拠
に
つ
い
て
は
曜
日
』
『
毎
二
天
証
と
略
記
す
る
）
。
一
九
五
五
年
七
月
五
日
（
『
朝
旦
）
と
一
九
五

六
年
六
月
一
五
日
（
呪
朝
日
隔
『
毎
日
』
）
で
あ
る
。
後
者
は
鳩
山
が
わ
ざ
わ
ざ
葉
山
御
用
邸
ま
で
出
向
い
て
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
小
さ
な
記
事
で

内
容
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
が
、
逆
に
首
相
の
政
務
報
告
が
憲
法
上
問
題
な
い
と
世
論
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
重
光
も
鳩
山
も
外
遊
の
前
に
は
天
皇
に
挨
拶
し
て
お
り
、
こ
の
点
吉
田
内
閣
期
の
慣
例
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
九
五
六

年
二
月
二
〇
日
に
は
馬
場
元
治
建
設
相
が
拝
謁
し
（
噸
入
質
）
、
同
年
五
月
三
一
日
に
は
河
野
一
郎
農
相
が
日
ソ
漁
業
交
渉
に
つ
い
て
報
告
を
し

（魍

ｩ
日
』
『
毎
日
』
）
、
同
年
七
月
二
八
日
置
は
船
田
中
防
衛
庁
長
官
が
防
衛
問
題
を
説
明
し
た
（
『
毎
日
』
）
。
こ
の
と
き
昭
和
天
皇
は
船
田
に
隊

員
の
士
気
は
ど
う
か
と
尋
ね
て
い
る
。

　
天
皇
が
行
う
外
交
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
独
立
か
ら
二
年
以
上
が
経
過
し
た
た
め
か
、
外
国
の
大
公
使
・
国
賓
の
謁
見
お
よ
び
彼
ら
を
天
皇
が

会
食
に
招
く
事
例
が
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
。
新
任
の
大
公
使
が
日
本
に
赴
任
し
た
際
と
逆
に
日
本
か
ら
離
任
す
る
際
に
天
皇
が
彼
ら
を
昼
食

会
に
招
待
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
～
九
五
五
年
三
月
一
六
日
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
大
使
が
同
国
最
高
位
の
勲
章
を
天
皇
に
贈
呈
し
た
こ
と
で
あ
る

（『

ｩ
日
』
）
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ジ
ル
が
天
皇
を
元
首
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
で
は
鳩
山
は
天
皇
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
五
五
年
～
月
二
四
日
の
第
二
一
国
会
衆
議
院
本

会
議
で
、
自
由
党
憲
法
調
査
会
に
所
属
し
て
い
た
船
田
中
が
天
皇
を
明
確
に
元
首
と
す
る
考
え
は
な
い
か
と
質
問
し
た
。
船
田
の
質
問
の
趣
旨

は
日
本
が
君
主
国
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
鳩
山
は
、
「
天
皇
制
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

は
な
か
な
か
重
大
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
審
議
会
の
慎
重
な
審
議
に
待
っ
て
決
定
す
る
よ
り
い
た
し
方
が
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答

え
た
。
ま
た
三
月
二
六
日
の
笙
＝
函
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
右
派
社
会
党
の
片
山
哲
が
鳩
山
の
改
憲
方
針
に
つ
い
て
質
し
た
と
き
に
は
、

自
分
と
し
て
は
天
皇
制
お
よ
び
家
族
制
度
に
つ
い
て
改
正
す
る
意
思
は
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。

　
鳩
山
の
真
意
は
と
い
う
と
、
や
は
り
新
憲
法
の
天
皇
条
項
に
は
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
～
九
五
六
年
二
月
二
四
日
の
第
二
四
国
会
衆
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「象徴天皇制」という言葉（冨永）

議
院
内
閣
委
員
会
で
、
鳩
山
は
社
会
党
の
石
橋
政
嗣
と
の
間
で
日
本
は
鑑
主
制
か
共
和
制
か
と
い
う
問
答
を
交
わ
し
た
。
石
橋
は
改
憲
論
者
の

中
に
天
皇
の
元
首
化
、
権
能
の
拡
大
を
主
張
す
る
者
が
多
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
、
鳩
山
に
天
皇
の
地
位
を
強
化
す
る
考
え
が
な
い
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
言
を
求
め
た
が
、
鳩
山
は
憲
法
調
査
会
の
審
議
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
「
民
主
政
治
を
く
つ
が
え
さ
な
い
限
度

に
お
き
ま
し
て
は
、
幾
分
か
の
変
更
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
に
留
め
た
。
鳩
山
と
し
て
は
、
自
由
党
憲
法
調
査
会
で
作
成
し
た

改
憲
案
を
実
現
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
改
憲
に
必
要
な
三
分
の
二
の
議
席
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
小
選
挙
区
制
導
入
に

失
敗
し
、
一
九
五
六
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
も
三
分
の
二
の
議
席
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
鳩
山
内
閣
に
よ
る
改
憲
は
不
可
能
と
な
っ

た
。　

鳩
山
の
後
を
継
い
だ
石
橋
内
閣
は
二
ヵ
月
あ
ま
り
の
短
命
に
終
わ
っ
た
の
で
、
書
く
べ
き
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
彼
は
鳩
山
が
始
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

新
年
の
伊
勢
神
宮
参
拝
を
継
続
し
て
い
る
。
首
相
に
よ
る
伊
勢
神
宮
参
拝
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
慣
習
で
、
何
故
か
靖
国
神
社
参
拝
の
よ
う

に
物
議
を
か
も
す
こ
と
が
な
い
の
だ
が
、
二
人
目
の
首
相
が
踏
襲
し
た
こ
と
は
慣
例
定
着
を
後
押
し
し
た
と
い
え
よ
う
。
他
に
、
一
九
五
七
年

二
月
七
日
に
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
昭
和
天
皇
に
勲
章
を
贈
っ
た
（
『
朝
旦
）
こ
と
く
ら
い
し
か
、
特
記
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
病
気
で
辞
任
し
た
石
橋
の
後
を
継
い
だ
岸
も
、
自
由
党
憲
法
調
査
会
長
を
務
め
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
新
憲
法
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て

い
た
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
。
し
か
し
、
岸
内
閣
は
一
九
五
六
年
の
参
議
院
選
挙
の
結
果
に
よ
り
、
一
九
五
九
年
の
参
議
院
選
挙
ま
で
は
改

憲
の
可
能
性
を
封
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
五
八
年
五
月
の
衆
議
院
選
挙
で
も
自
民
党
は
三
分
の
二
の
議
席
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
岸

内
閣
が
憲
法
改
正
に
向
け
て
な
し
え
た
こ
と
は
、
鳩
山
内
閣
で
成
立
し
た
憲
法
調
査
会
法
案
に
基
づ
い
て
憲
法
調
査
会
を
発
足
さ
せ
た
こ
と
く

ら
い
で
あ
る
。
岸
内
閣
期
の
内
奏
に
つ
い
て
は
、
芦
田
や
重
光
の
よ
う
に
詳
細
な
記
録
を
残
し
た
閣
僚
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
確
認
で
き
る
事

例
だ
け
あ
げ
る
と
、
岸
首
相
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
二
月
二
五
日
、
首
相
任
命
備
後
の
内
奏
（
心
入
雨
下
）
。
同
年
五

月
一
八
日
、
東
南
ア
ジ
ア
歴
訪
の
挨
拶
と
国
会
終
了
の
報
告
（
『
朝
且
『
毎
日
』
）
。
同
年
七
月
一
日
、
訪
米
の
報
告
（
覇
旦
）
。
同
年
七
月
三

一
日
、
九
州
西
部
の
水
害
に
つ
い
て
報
告
（
明
朝
日
日
）
。
同
一
二
月
一
六
日
、
東
南
ア
ジ
ア
歴
訪
を
報
告
（
覇
日
隔
）
。
一
九
五
八
年
四
月
二
日
、
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内
外
の
情
勢
を
報
告
（
『
朝
旦
）
。
同
年
一
〇
月
二
九
日
、
文
化
勲
章
受
賞
者
と
政
情
に
つ
い
て
報
告
（
『
朝
日
』
）
。
一
九
五
九
年
三
月
～
○
日
、

鳩
山
の
大
勲
位
の
こ
と
で
拝
謁
（
『
入
江
』
）
。
同
年
八
月
一
三
日
、
外
遊
に
つ
い
て
報
告
（
史
劇
）
。
同
年
一
〇
月
二
八
日
、
文
化
功
労
者
の
選

考
結
果
な
ど
に
つ
き
報
告
（
噸
朝
旦
）
。
一
九
六
〇
年
一
月
一
二
日
、
安
保
調
印
の
た
め
渡
米
す
る
こ
と
を
報
告
（
『
朝
日
』
）
。

　
内
容
は
不
明
だ
が
、
藤
山
愛
一
郎
外
相
が
一
九
五
九
年
三
月
＝
日
に
、
愛
知
揆
一
法
梢
が
～
九
五
八
年
八
月
六
日
に
、
各
々
一
回
ず
つ
内

奏
し
て
い
る
（
『
入
証
）
。
こ
の
他
に
星
島
二
郎
衆
議
院
議
長
と
松
野
鶴
平
衆
議
院
議
長
が
一
九
五
八
年
七
月
九
日
置
審
議
状
況
を
報
告
し

（噸

ｩ
旦
）
、
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
二
宮
が
一
九
五
八
年
一
〇
月
六
日
に
一
回
奏
上
し
て
い
る
（
『
入
営
）
。
ま
た
、
自
民
党
国
会
対
策
副
委
員
長

に
過
ぎ
な
い
園
田
直
が
一
九
五
七
年
七
月
二
七
日
に
わ
ざ
わ
ざ
葉
山
御
用
邸
を
訪
れ
て
一
時
間
も
奏
上
し
た
こ
と
が
一
度
あ
る
が
（
『
入
江
騙
、

「
大
変
よ
か
っ
た
由
」
と
の
記
述
が
あ
る
）
、
こ
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
r

　
岸
の
内
奏
に
つ
い
て
は
、
外
遊
の
前
後
と
災
害
発
生
時
に
行
っ
て
お
り
、
吉
田
内
閣
以
来
の
慣
習
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
岸
も

ま
た
、
鳩
山
同
様
明
文
改
憲
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
、
新
憲
法
下
に
お
い
て
天
皇
を
議
会
王
義
的
君
主
と
し
て
遇
す
る
と
い
う
吉
田
の
薪
憲
法
運
用

を
踏
襲
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
、
岸
自
身
の
独
自
性
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
彼
は
注
目
す
べ
き
施
策
に
手
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
道
へ
の
て
こ
入
れ
で
あ
る
。

神
社
界
は
新
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
に
強
い
不
満
を
抱
き
、
講
和
条
約
発
効
以
来
、
靖
国
神
社
と
伊
勢
神
宮
に
特
別
な
地
位
を
認
め
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

強
く
求
め
て
い
た
が
、
一
九
五
八
年
に
な
る
と
神
社
を
他
の
底
数
法
人
か
ら
区
別
す
る
立
法
措
置
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
呼
応
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
形
で
自
民
党
内
に
宗
教
団
体
調
査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
五
九
年
一
月
三
〇
日
に
は
自
民
党
宗
教
法
人
問
題
特
別
委
員
会
が
発

　
⑪

足
し
、
伊
勢
神
宮
国
有
化
の
方
向
で
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
神
社
界
は
同
年
四
月
の
皇
太
子
の
結
婚
式
が
国
事
か
つ
神
道
式
儀
礼
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
意
を
強
く
し
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
国
界
や
仏
教
界
で
は
国
家
神
道
復
活
す
な
わ
ち
信
教
の
自
由
侵
害
へ
の
危
機
感
が
募

る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
法
人
法
は
憲
法
と
異
な
り
、
議
会
過
半
数
で
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
岸
は
鳩
山
・
石
橋
に
続
い
て
伊
勢
神
宮
へ
の
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

栢
就
任
奉
告
お
よ
び
新
年
参
拝
を
行
っ
て
い
る
が
、
彼
な
り
に
新
憲
法
下
の
天
皇
制
に
対
す
る
不
満
を
解
消
す
る
た
め
、
政
教
分
離
問
題
と
い
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う
反
対
勢
力
の
抵
抗
が
比
較
的
弱
い
搦
め
手
か
ら
攻
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
実
現
し
て
い
れ
ば
、
第
九
条
に
対
す
る
防

衛
二
法
と
同
じ
よ
う
な
緊
張
関
係
が
、
第
二
〇
条
と
改
正
宗
教
法
人
法
の
間
に
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
衛
隊
が
違
憲
の
疑
い
を

孕
み
つ
つ
国
民
の
大
多
数
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
伊
勢
神
宮
と
靖
国
神
社
へ
の
国
家
の
関
与
も
な
し
崩
し
的
に
定
着
し
た
か
も
し
れ
な

い
。

　
鳩
山
・
岸
内
閣
期
の
憲
法
運
用
を
ま
と
め
る
と
、
本
心
は
改
憲
に
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
の
政
治
状
況
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、

吉
田
式
憲
法
運
用
を
継
承
す
る
し
が
な
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

第
二
節
　
吉
　
田
　
直
　
系
i
池
田
内
閣
期

ジ象徴天皇制」という言葉（冨永）

　
一
九
六
〇
年
六
月
、
岸
は
安
保
改
定
を
実
現
し
た
も
の
の
、
反
対
運
動
の
高
ま
り
の
前
に
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
後
を
継
い
だ
池
田
は

吉
田
直
系
の
政
治
家
で
あ
り
、
明
文
改
憲
を
否
定
し
た
上
で
議
会
満
塁
的
君
王
制
の
実
現
を
目
指
す
吉
田
式
憲
法
運
用
を
覆
蔵
に
継
承
す
る
の

だ
が
、
池
田
は
単
に
継
承
す
る
だ
け
で
な
く
、
運
用
の
度
合
い
を
一
層
進
展
さ
せ
た
と
評
価
で
き
る
。

　
ま
ず
内
奏
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
従
来
ど
お
り
政
務
報
告
と
外
遊
前
後
の
挨
拶
が
多
い
。
～
九
六
〇
年
七
月
三
〇
日
、
政
務
報

告
（
隅
朝
日
瞭
）
。
同
年
一
〇
月
一
九
日
、
文
化
勲
章
受
賞
者
に
つ
い
て
の
報
告
（
『
朝
日
』
）
。
一
九
六
一
年
六
月
一
四
日
、
政
治
情
勢
の
報
告
と
訪

米
の
挨
拶
（
『
朝
旦
）
。
同
年
七
月
五
日
、
帰
国
報
告
（
『
朝
日
駈
）
。
同
年
一
二
月
二
六
日
、
政
務
報
告
（
『
朝
日
』
）
。
～
九
六
二
年
五
月
二
九
日
、

政
治
情
勢
報
告
（
『
朝
旦
）
。
同
年
一
〇
月
三
一
日
、
翌
月
予
定
の
訪
欧
・
政
治
・
経
済
に
つ
い
て
報
告
（
『
朝
皇
）
。
同
年
一
一
月
二
八
日
、
拝

謁
一
時
間
半
（
『
入
江
』
、
「
大
変
な
御
満
足
だ
っ
た
由
」
と
あ
る
）
。
一
九
六
三
年
九
月
一
九
日
、
外
遊
の
挨
拶
と
政
務
報
告
（
『
朝
旦
）
。
同
年
一
〇

月
九
日
、
外
遊
の
報
告
（
覇
日
』
）
。
同
年
一
二
月
三
日
、
故
ケ
ネ
デ
ィ
前
大
統
領
の
葬
儀
参
列
の
報
告
（
覇
日
』
）
。
一
九
六
四
年
四
月
二
八
日
、

叙
勲
に
つ
い
て
拝
謁
（
『
入
江
嘱
）
。

　
池
田
首
相
以
外
で
は
、
一
九
六
三
年
一
二
月
＝
二
日
に
大
平
正
芳
外
相
が
内
奏
し
た
事
例
が
一
件
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
（
『
入
江
』
）
、
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天
皇
は
同
じ
月
の
九
日
に
賀
屋
興
宣
法
相
と
検
察
首
脳
を
昼
食
会
に
招
い
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
と
き
に
賀
屋
が
内
奏
し
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
池
田
は
更
に
新
し
い
行
事
を
始
め
た
。
そ
れ
は
知
事
に
よ
る
政
情
報
告
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
六
月
一
五
日
、
昭
和
天
皇
は
全
国
知
事
会
議

で
上
京
し
た
知
事
の
う
ち
一
二
人
を
招
い
て
地
方
事
情
を
聞
い
た
（
覇
旦
）
。
そ
の
場
に
は
皇
太
子
と
安
井
謙
自
治
相
も
同
席
し
た
。
こ
れ
は

そ
の
ま
ま
慣
例
化
し
、
沖
縄
県
を
除
く
四
八
人
の
知
事
が
一
二
人
ず
つ
四
年
が
か
り
で
地
方
事
情
を
天
皇
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
前
に
東
京
都
知
事
と
警
視
総
監
が
揃
っ
て
天
皇
に
対
す
る
都
政
報
告
を
行
っ
た
事
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
拡
大
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

戦
前
の
官
選
知
事
は
天
皇
の
官
僚
で
あ
っ
た
か
ら
地
方
事
情
を
報
告
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
戦
後
の
公
選
知
事
に
は
天

皇
と
の
結
び
つ
き
は
全
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
閣
僚
の
内
奏
以
上
に
憲
法
上
の
根
拠
が
疑
わ
し
い
の
だ
が
、
特
に
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

お
、
後
藤
致
人
に
よ
る
と
、
こ
の
慣
例
は
佐
藤
内
閣
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
皇
太
子
の
存
在
が
表
に
出
始
め
る
の
も
池
田
内
閣
期
で
あ
る
。
前
述
の
知
事
に
よ
る
地
方
事
情
報
告
に
は
皇
太
子
が
同
席
し
て
い
た
が
、
皇

太
子
単
独
で
首
相
の
内
奏
を
受
け
た
事
例
も
あ
る
。
池
田
は
～
九
六
一
年
四
月
一
九
日
、
昭
和
天
皇
の
九
州
行
幸
中
に
東
宮
御
所
へ
出
向
い
て

政
治
情
勢
を
説
明
し
（
『
朝
日
』
）
、
同
年
＝
一
月
一
八
日
に
は
夫
妻
で
皇
太
子
夫
妻
と
昼
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
説
明
し
、

一
九
六
三
年
一
月
一
六
日
に
は
皇
太
子
に
訪
欧
の
報
告
を
し
て
い
る
（
『
朝
旦
）
。
昭
和
天
皇
が
還
暦
を
越
え
た
こ
と
も
あ
り
、
次
代
の
天
皇
と

し
て
の
自
覚
を
深
め
て
も
ら
う
必
要
性
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
皇
太
子
が
目
立
っ
た
の
は
外
交
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
九
月
二
二
日
か
ら
一
〇
月
七
日
ま
で
、
皇
太
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

夫
妻
は
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
。
皇
太
子
と
し
て
は
一
九
五
三
年
以
来
の
外
遊
で
あ
り
、
元
首
の
待
遇
で
迎
え
ら
れ
た
。
名
目
上
は
日
米
修
好

百
周
年
を
記
念
し
て
の
訪
問
と
な
っ
て
い
る
が
、
安
保
改
定
問
題
で
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
両
国
の
関
係
を
修
復
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
い
。
議
会
で
も
、
社
会
党
が
皇
太
子
訪
米
は
政
治
利
用
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
趣
旨
の
質
問
を
し
た
が
、
皇
太
子
夫
妻
の
外
遊
は
こ
れ
を

契
機
と
し
て
一
気
に
慣
行
化
す
る
。
高
松
宮
お
よ
び
三
笠
宮
も
外
遊
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
皇
太
子
は
天
皇
の
名
代
と
し
て
外
遊
し
た
た
め
、
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天
皇
外
遊
の
前
例
が
な
か
っ
た
当
時
は
天
皇
自
身
が
訪
問
す
る
の
と
同
等
の
重
み
を
も
っ
て
相
手
国
に
受
け
と
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
一
九
六
〇

年
の
皇
太
子
訪
米
を
も
っ
て
本
格
的
な
皇
室
外
交
の
始
ま
り
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
訪
米
に
続
い
て
同
年
＝
月
一
二
日
か
ら
～
二
月
九
日
に
か
け
て
は
イ
ラ
ン
・
エ
チ
オ
ピ
ア
・
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
を
歴
訪
、
一
九
六
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
外
遊
し
な
か
っ
た
が
、
～
九
六
二
年
は
一
月
二
二
日
か
ら
二
月
一
〇
日
ま
で
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
歴
訪
、
＝
月
五
日
か
ら
一
〇

日
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
訪
問
、
一
年
間
を
お
い
て
一
九
六
四
年
に
は
五
月
一
〇
日
か
ら
～
七
日
ま
で
メ
キ
シ
コ
訪
問
、
～
二
月
一
四
日
か
ら
二
一

日
ま
で
は
タ
イ
を
訪
問
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
以
外
は
元
首
が
訪
日
し
て
い
た
の
で
、
答
礼
訪
問
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
外
国
訪
問
自

体
は
国
事
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
賓
接
受
が
あ
る
以
上
、
答
礼
訪
問
が
な
さ
れ
る
の
は
必
然
的
と
い
え
る
。
国
会
で
野
党
が

問
題
に
し
た
の
は
最
初
の
訪
米
だ
け
で
、
以
降
の
ア
ジ
ア
諸
国
訪
問
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
日
本
国
内
の
新
聞
は
皇
太
子
夫
妻
の
訪
問
先
で
の
足
跡
を
毎
日
記
事
に
し
た
が
、
扱
い
自
体
は
必
ず
し
も
大
き
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
現
地
の
薪
聞
は
日
本
に
対
す
る
経
済
的
期
待
も
あ
っ
て
か
、
連
日
大
々
的
に
取
り
上
げ
た
。
日
本
国
内
で
入
手
で
き
る
皇
太
子
夫

妻
訪
問
時
の
現
地
の
英
字
紙
は
イ
ン
ド
の
．
、
ω
哲
侮
避
国
×
嘆
Φ
ω
ω
、
．
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
．
、
∪
雪
障
、
、
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
．
、
℃
臣
む
酒
器
∪
巴
ξ
冒
－

ρ
氏
お
㌦
．
だ
け
な
の
で
、
筆
者
は
そ
の
三
塁
に
目
を
通
し
て
み
た
。
イ
ン
ド
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は

皇
太
子
夫
妻
に
つ
い
て
連
日
一
面
を
割
い
て
報
道
し
て
い
る
。
待
遇
も
元
首
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
国
賓
接
受
の
事
例
も
順
調
に

増
え
て
い
っ
た
が
、
や
は
り
皇
太
子
夫
妻
の
外
遊
は
海
外
に
お
け
る
天
皇
の
元
首
イ
メ
ー
ジ
を
飛
躍
的
に
高
め
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
池
田
は
改
憲
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
首
相
就
任
後
初
の
総
選
挙
で
は
「
社
会
党
の
協
力
を
全
然
得
ら
れ
な
い
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
憲
法
改
正
は
し
な
い
」
と
言
明
し
て
い
る
。
社
会
党
が
自
民
党
の
憲
法
改
正
に
協
力
す
る
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
改
憲
を
し
な
い

と
言
う
の
と
変
わ
ら
な
い
。

　
そ
れ
ば
か
り
か
、
岸
内
閣
時
に
設
置
さ
れ
た
自
民
党
宗
教
法
人
問
題
特
別
委
員
会
も
一
九
六
〇
年
八
月
二
日
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
。
同
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

員
会
が
伊
勢
神
宮
国
営
化
の
た
め
の
法
案
を
提
出
す
る
寸
前
ま
で
話
を
進
め
て
お
り
、
神
社
特
別
立
法
に
反
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
界
も
靖
国
神
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⑳

社
の
国
営
化
は
不
可
避
と
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
池
田
内
閣
の
与
野
党
全
面
対
決
回
避
の
方
針
と
思
わ
れ
る
。

　
対
決
を
回
避
す
る
代
わ
り
、
池
田
内
閣
は
立
法
措
置
を
と
ら
ず
に
目
的
を
達
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
六
〇
年
一
〇
月
二
二
日
、
池
田
内
閣

は
自
民
党
衆
議
院
議
員
浜
地
文
平
の
質
問
書
に
対
す
る
回
答
と
い
う
形
で
、
伊
勢
神
宮
が
保
管
し
て
い
る
神
器
「
八
腿
の
鏡
」
が
伊
勢
神
宮
の

私
物
で
は
な
く
皇
室
財
産
で
あ
る
と
の
公
式
見
解
を
出
し
た
。
こ
れ
は
皇
室
と
伊
勢
神
筥
の
特
別
な
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
宗
教
法
人
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
特
別
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
を
意
託
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
社
界
は
歓
迎
し
、
キ
リ
ス
ト
教
界
・
仏
教
界
は

　
　
　
⑬

反
発
し
た
。
た
と
え
ば
近
代
仏
教
研
究
会
は
、
「
神
器
に
対
す
る
政
府
見
解
は
非
科
学
的
な
皇
国
史
観
で
あ
り
、
学
問
思
想
の
自
由
を
損
な
う
。

政
府
が
神
器
の
所
有
権
を
～
方
的
に
決
す
る
こ
と
は
宗
教
法
人
法
違
反
で
あ
る
。
総
選
挙
前
に
出
し
た
の
は
神
宮
国
営
化
の
布
石
で
あ
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
反
対
声
明
を
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
公
式
見
解
を
最
後
に
、
池
田
内
閣
は
宗
教
法
人
法
問
題
に
は
全
く
関
与
し
な
く
な
る
。
改
憲
の
み

な
ら
ず
立
法
措
置
す
ら
対
決
を
深
め
る
も
の
と
し
て
忌
避
し
、
解
釈
に
よ
っ
て
目
的
を
達
す
る
吉
田
内
閣
以
来
の
政
治
手
法
を
更
に
推
進
し
た

　
　
　
⑮

の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
池
田
内
閣
は
～
九
六
三
年
に
新
憲
法
施
行
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
生
存
者
叙
勲
を
復
活
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
閣
議
決
定
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
社
会
党
は
叙
勲
に
反
対
の
立
場
か
ら
、
所
属
議
員
が
叙
勲
対
象
と
な
っ
て
も
辞
退
す
る
と
い
う
申
合
せ
を
決
め
た
。
民

社
党
議
員
は
拝
受
し
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
解
釈
で
で
き
る
こ
と
に
も
限
度
が
あ
る
。
一
九
六
二
年
一
〇
月
に
メ
キ
シ
コ
大
統
領
が
訪
日
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
〇
月

五
日
、
志
賀
健
次
郎
防
衛
庁
長
官
は
天
皇
が
羽
田
空
港
で
大
統
領
を
出
迎
え
る
際
、
大
統
領
と
と
も
に
天
皇
も
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
、
池
田
首
相
と
黒
金
泰
美
官
房
長
官
に
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
池
田
は
「
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
は
捧
げ
銃
だ
け
」
と
確
認
し
た
。
こ
の

～
九
六
二
年
は
、
天
皇
が
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
る
こ
と
の
是
非
が
国
会
で
も
二
回
議
論
さ
れ
て
い
る
。
質
問
者
は
い
ず
れ
も
元
陸
軍
大
将

の
下
村
定
（
自
民
党
）
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
一
九
六
二
年
三
月
二
七
日
の
第
四
〇
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
で
藤
枝
泉
介
防
衛
庁
長
官
に
対
し
、
天
皇
の
自
衛
隊
訪
問

56　（700）



「象徴天皇制」という言葉（冨永）

が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
天
皇
が
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
質
し
た
。
藤
枝
は
直
接
の
回
答

は
避
け
、
「
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
方
式
で
自
衛
隊
員
が
誇
り
を
持
て
る
よ
う
に
考
え
る
」
と
答
弁
し
た
。

　
続
い
て
下
村
は
同
年
～
○
月
二
日
の
第
四
一
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
志
賀
防
衛
庁
長
官
に
対
し
、
「
天
皇
が
自
衛
隊
を
訪
問
し
な
い

の
は
何
故
か
」
「
天
皇
が
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
ら
れ
な
い
の
は
何
故
か
」
と
質
問
し
て
い
る
。
志
賀
は
、
「
天
皇
の
御
動
静
は
宮
内
庁
が
決

め
て
い
る
」
「
自
衛
隊
訪
問
は
宮
内
庁
が
心
配
す
る
」
「
栄
誉
礼
に
つ
い
て
も
差
支
え
な
い
は
ず
だ
が
、
宮
内
庁
が
実
行
し
な
い
」
と
答
弁
し
た
。

下
村
は
天
皇
が
羽
田
空
港
に
国
賓
を
出
迎
え
る
際
、
天
皇
の
み
が
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
な
い
こ
と
の
不
都
合
を
、
来
る
べ
き
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
例
に
出
し
て
強
調
し
た
。
日
本
が
高
度
経
済
成
長
の
真
っ
只
中
に
あ
り
、
国
際
的
地
位
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
天
皇
が
関
与
す
る
外
交

儀
礼
の
頻
度
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
か
ら
、
確
か
に
天
皇
の
儀
礼
上
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
国
際
的
に
も
奇
異

の
観
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
下
村
は
天
皇
が
自
衛
隊
の
栄
誉
礼
を
受
け
る
こ
と
が
、
か
つ
て
の
よ
う
な
天
皇
の
軍
隊
の
復
活
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
対
す
る
志
賀
は
宮
内
庁
に
責
任
転
嫁
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
心
情
的
に
は
共
感
を
示
し

て
い
る
し
、
現
場
の
要
望
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
池
田
首
相
と
黒
金
官
房
長
宮
に
対
す
る
申
し
入
れ
ば
、
こ
の
質
疑
を
受
け
て
の
も

の
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
天
皇
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
な
薪
憲
法
の
条
文
を
維
持
す
る
限
り
、
自
衛
力
の
保
持
に
明
確
な
根
拠
を
与
え
る
条
文
が

存
在
し
な
い
限
り
、
天
皇
と
自
衛
隊
の
関
係
は
物
議
を
か
も
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
池
田
内
閣
の
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
天
皇
を
君
主
と
位
置
づ
け
る
政
策
を
つ
き
つ
め
る
と
、
改
憲
不
要
論
す
な
わ
ち
新
憲
法
の
現
状
維
持
に
つ

な
が
る
。
ま
さ
に
改
憲
を
旨
と
し
て
き
た
自
民
党
政
権
の
方
針
転
換
で
あ
る
。
な
お
、
～
九
六
一
年
に
は
荒
木
万
寿
夫
文
相
が
三
月
一
三
日
の

第
三
八
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
自
民
党
の
小
幡
治
和
が
教
育
現
場
で
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
が
営
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
し
た
の
に
対
し
、
「
巻
心
天
皇
」
の
語
を
肯
定
的
文
脈
で
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
保
守
政
治
家
に
よ
る
最
も
早
い
使

用
例
の
一
つ
と
い
え
る
。
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①
松
下
堂
一
門
大
衆
天
皇
制
」
馴
中
央
公
論
㎞
七
四
巻
五
号
、
一
九
五
九
年
。
参

　
照
元
は
天
野
恵
～
編
『
コ
メ
ン
タ
ー
ル
載
後
5
0
年
第
二
巻
　
大
衆
社
会
と
象
徴

　
天
皇
制
睡
（
社
会
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
。

②
小
林
直
樹
「
象
徴
天
皇
制
の
法
意
識
」
欝
心
想
睡
四
三
六
号
、
　
九
六
〇
年
。

③
苅
部
前
掲
論
文
、
～
四
〇
。

④
伊
藤
隆
・
渡
辺
行
男
編
『
続
重
光
手
記
魅
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
所

　
収
。

⑤
「
対
共
産
党
問
題
、
御
心
配
の
様
」
前
掲
馬
面
黒
金
日
記
隔
一
九
五
五
年
五
月

　
二
日
の
条
。

⑥
陛
下
よ
り
、
「
脚
は
此
頃
痛
み
は
せ
ぬ
か
」
コ
7
5
気
に
や
っ
て
ほ
し
い
」
「
体
に

　
注
意
を
せ
よ
」
と
繰
返
し
御
連
葉
を
賜
は
る
。
「
陛
下
も
ど
一
ぞ
御
大
切
に
願
上

　
げ
ま
す
」
と
申
上
げ
て
退
出
し
た
。
君
臣
父
子
の
情
義
で
あ
る
。
前
掲
『
重
光
葵

　
日
記
』
　
～
九
五
五
年
～
一
月
～
六
日
の
条
。

⑦
鳩
山
は
一
九
五
五
年
～
月
五
日
と
～
九
五
六
年
一
月
四
日
に
伊
勢
神
宮
へ
参
拝

　
し
て
い
る
。
『
朝
日
新
聞
隔
お
よ
び
『
毎
日
薪
聞
』
　
一
九
五
五
年
一
月
五
日
付
夕

　
刊
、
一
九
五
六
年
～
月
四
日
付
夕
刊
。

⑧
『
朝
日
新
聞
睡
お
よ
び
『
毎
日
新
聞
葡
～
九
五
七
年
一
月
五
日
付
夕
刊
。

⑨
咽
中
外
日
報
』
～
九
五
八
年
五
旦
三
日
付
は
、
二
七
B
の
神
社
本
庁
評
議
員

　
会
で
秋
岡
事
務
総
長
が
神
社
法
鋼
定
を
促
進
す
る
と
表
明
し
た
と
報
じ
て
い
る
。

⑩
『
中
外
日
報
睡
～
九
五
八
年
九
月
一
四
日
付
。

⑪
『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
一
九
五
九
年
二
月
七
日
付
。

⑫
皇
太
子
の
結
婚
式
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
九
年
一
月
＝
壁
塗
に
結
婚
の
儀
・
朝

　
見
の
儀
・
宮
中
祝
宴
の
儀
を
團
事
と
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
て
い
る
。
『
朝
日

　
新
巨
霊
　
～
九
五
九
年
～
月
一
⊥
ハ
日
付
夕
刊
。

⑬
岸
は
首
相
に
就
任
し
た
｝
九
五
七
年
の
五
月
三
日
に
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
し

　
（
欄
朝
日
新
聞
隔
お
よ
び
糊
毎
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
五
月
三
日
付
夕
刊
）
、
一
九

　
五
八
年
一
月
三
日
（
『
朝
日
新
聞
㎞
お
よ
び
『
毎
［
口
新
聞
㎞
　
一
九
五
八
年
一
月
三

　
日
付
）
、
一
九
五
九
年
一
月
二
日
（
『
朝
日
新
聞
輪
一
九
五
九
年
一
月
三
日
）
に
も

　
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
て
い
る
。
へ
九
六
〇
年
だ
け
は
参
拝
し
て
い
な
い
。

⑭
『
朝
臼
新
聞
』
一
九
六
〇
年
～
二
月
二
二
日
付
夕
刊
。
な
お
、
都
知
事
と
警
視

　
総
監
に
よ
る
年
末
の
都
政
報
告
は
そ
の
後
も
慣
例
と
し
て
継
続
す
る
。

⑮
後
藤
前
掲
『
昭
和
天
皇
と
近
現
代
日
本
撫
一
＝
竺
二
。

⑯
　
朝
海
浩
～
郎
駐
米
大
使
か
ら
小
坂
善
太
郎
外
相
宛
電
信
【
九
六
〇
年
九
月
三
〇

　
B
一
刈
α
O
発
　
○
月
一
日
O
O
。
卜
。
ω
着
卜
。
一
認
悼
（
儀
）
「
皇
太
子
同
妃
殿
下
の
御
訪
米
に

　
関
す
る
件
」
咽
皇
太
子
書
斎
両
殿
下
米
国
ご
訪
問
関
係
皿
件
隔
外
務
省
外
交
史
料

　
館
第
一
四
回
外
交
記
録
公
開
分
、
ピ
．
O
O
O
c
。
。
た
だ
し
、
事
前
の
情
報
で
は
元
首

　
に
対
す
る
ω
翼
㊦
≦
ω
博
で
は
な
く
ワ
ン
ラ
ン
ク
下
の
○
墜
9
鉱
≦
。
・
搾
の
待
遇
に

　
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
在
米
特
命
全
権
大
使
朝
海
浩
一
郎
か
ら
藤
山
愛
一
郎
外
相

　
宛
一
九
六
〇
年
四
月
九
日
付
政
第
屋
ω
㎝
号
「
米
国
を
来
訪
す
る
各
国
元
首
及
び

　
V
工
P
の
接
遇
ぶ
り
に
関
す
る
件
」
（
同
工
）
。

⑰
　
一
九
六
〇
年
二
月
九
日
半
第
三
四
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
矢
嶋
三
義
が
、

　
同
じ
く
二
月
一
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
辻
原
弘
市
が
質
問
し
て
い
る
。

⑱
フ
ィ
リ
ピ
ン
も
日
程
に
入
っ
て
い
た
が
、
皇
太
子
が
体
調
を
崩
し
た
た
め
に
キ

　
ャ
ン
セ
ル
し
た
。

⑲
一
九
六
〇
年
九
月
九
日
、
大
阪
の
演
説
会
で
の
発
言
。
噸
朝
日
新
聞
扁
一
九
六

　
〇
年
九
月
一
〇
日
付
。

⑳
州
中
外
日
報
睡
一
九
六
〇
年
二
月
二
八
日
付
。

⑳
『
中
外
日
報
匝
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
付
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
が
靖

　
国
神
社
国
家
護
持
を
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
を
報
じ
た
。
ま

　
た
『
キ
リ
ス
ト
新
聞
魅
同
年
五
月
＝
～
日
付
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
が
靖
国

　
の
国
家
保
護
も
国
民
感
情
か
ら
や
む
な
し
と
し
て
、
宗
教
色
を
完
全
に
除
去
す
る

　
よ
う
、
岸
首
相
、
松
村
文
相
、
両
院
議
長
に
請
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
報
じ
た
。

⑳
）
　
州
紬
u
祉
日
報
隔
　
一
九
山
ハ
○
な
＋
皿
○
日
月
二
九
日
付
。

⑬
　
　
咽
中
外
日
報
』
一
九
六
〇
年
～
○
月
二
九
日
付
。
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⑳
　
　
『
中
外
臼
報
』
～
九
六
〇
年
＝
月
一
三
B
付
。

⑮
　
池
田
内
閣
が
行
政
措
置
に
よ
る
伊
勢
神
宮
国
営
化
を
考
え
て
い
る
と
の
指
摘
は

　
早
く
か
ら
宗
教
界
で
出
て
い
た
。
中
濃
教
士
「
池
田
内
閣
の
宗
教
対
策
を
さ
ぐ

　
る
」
糊
中
外
日
報
隔
一
九
六
〇
年
九
月
二
二
日
付
。

⑳
　
隅
朝
日
新
聞
㎞

　
月
七
日
付
夕
刊
。

⑳
　
　
噸
朝
日
新
聞
㎞

一
九
六
二
年
一
〇
月
六
日
付
お
よ
び
一
毎
日
新
聞
㎞
同
年
一
〇

一
九
六
二
年
一
〇
二
九
日
付
。

第
三
章
　
憲
法
調
査
会
の
活
動
－
保
守
勢
力
の
象
徴
規
定
容
認

「象徴天皇制」という言葉（冨永）

　
憲
法
調
査
会
は
～
九
五
六
年
五
月
に
憲
法
調
査
会
法
案
が
成
立
し
た
こ
と
で
設
置
が
決
ま
っ
た
が
、
実
際
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
翌
一
九

五
七
年
八
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
調
査
会
と
し
て
は
自
ら
を
超
党
派
的
機
関
と
位
置
づ
け
て
社
会
党
の
参
加
を
求
め
た
の
に
対
し
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

党
の
側
は
調
査
会
が
改
憲
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
参
加
を
拒
否
し
た
。
社
会
党
が
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
調
査
会

で
は
多
数
決
主
義
を
と
ら
ず
、
様
々
な
意
見
を
併
記
す
る
方
針
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
社
会
党
の
不
参
加
に
つ
い
て
世
論
は
批
判
的

で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
『
朝
日
聖
書
』
が
一
九
五
七
年
～
一
月
に
行
っ
た
世
論
調
査
で
は
、
社
会
党
の
憲
法
調
査
会
不
参
加

に
つ
い
て
「
よ
い
」
と
答
え
た
者
が
八
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
「
よ
く
な
い
」
と
答
え
た
者
が
四
八
％
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
調
査
会
の
審
議
は
三
つ
の
段
階
を
踏
ん
だ
。
第
一
段
階
は
新
憲
法
制
定
過
程
の
調
査
、
第
二
段
階
は
新
憲
法
運
用
の
実
際
の
調
査
、

第
三
段
階
は
調
査
に
基
く
具
体
的
改
正
点
の
論
議
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
改
憲
派
と
し
て
は
第
～
段
階
で
新
憲
法
が
占
領
軍
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
改
憲
の
法
理
的
お
よ
び
道
義
的
根
拠
を
強
調
し
、
第
二
段
階
で
新
憲
法
の
実
際
上
の
不
備
を
数
え
上
げ
、

第
三
段
階
で
抜
本
的
な
改
正
点
を
ま
と
め
る
と
い
う
手
順
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
調
査
会
長
に
就
任
し
た
高
柳
賢
三
は
「
ま
ず
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

憲
あ
り
き
」
で
は
な
く
、
調
査
を
重
視
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
～
段
階
と
第
二
段
階
に
各
々
約
二
年
ず
つ
を
費
や
し
、
よ
う
や

く
一
九
六
一
年
後
半
に
な
っ
て
か
ら
具
体
的
改
正
点
の
論
議
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
む
し
ろ
調
査
の
結
果
、
切
実
な
改
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

必
要
を
感
じ
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
調
査
会
を
覆
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
審
議
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
毎
回
参
考
人
を
呼
ん
で
意
見
を
聴
取
し
、
続
い
て
調
査
会
メ
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ン
バ
ー
が
質
疑
応
答
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
国
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
た
め
、
公
聴
会
も
中
央
の
み
な
ら
ず
各
地
方
で
開
催
さ
れ
た
。
参
考

人
は
必
ず
し
も
改
憲
論
者
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
改
憲
反
対
論
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
の
だ
が
、
ど
ち
ら
が
多
数
派
だ
っ
た
か
を
計
算
す
る
こ

と
に
意
味
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
本
稿
の
問
題
関
心
と
大
き
く
関
連
す
る
の

は
、
第
二
段
階
の
憲
法
運
用
の
実
際
に
関
す
る
調
査
で
あ
ろ
う
。
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第
一
節
　
憲
法
運
用
の
実
態
－
象
徴
で
不
都
会
は
あ
る
の
か

　
第
二
段
階
に
つ
い
て
は
、
第
二
七
圓
総
会
（
一
九
五
九
年
目
月
四
日
）
と
第
二
八
回
総
会
（
同
年
三
月
｝
八
日
）
で
計
五
人
の
官
僚
か
ら
主
に
国

事
行
為
に
関
す
る
説
明
を
聴
取
し
、
第
三
委
員
会
で
同
年
五
月
二
〇
日
の
第
三
回
会
議
か
ら
翌
～
九
六
〇
年
三
月
九
日
の
第
一
四
回
会
議
ま
で

と
同
年
六
月
八
日
の
第
二
〇
回
会
議
お
よ
び
一
九
六
一
年
四
月
一
二
日
目
第
三
五
回
会
議
に
お
い
て
、
官
僚
・
外
交
官
・
学
者
な
ど
か
ら
幅
広

く
意
見
を
聴
取
し
た
。
そ
の
他
、
田
上
穣
治
が
一
九
五
九
年
二
月
か
ら
五
月
ま
で
北
欧
諸
国
の
君
主
制
を
調
査
し
、
佐
藤
功
専
門
委
員
が
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

六
〇
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
現
代
君
主
制
の
傾
向
に
関
し
て
調
査
し
て
い
る
。
ま
た
～
九
五
八
年
＝
月
か
ら
一
九
六
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、

沖
縄
を
除
く
四
六
都
道
府
県
で
公
聴
会
を
開
催
し
た
。
公
述
人
は
都
道
府
県
ご
と
に
経
営
・
中
小
企
業
・
労
働
・
農
業
・
婦
人
・
青
年
・
言

論
・
学
界
か
ら
関
係
団
体
が
推
薦
し
た
者
と
、
公
募
に
応
じ
た
者
と
で
構
成
さ
れ
、
新
憲
法
に
つ
い
て
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
よ
う
求
め
ら
れ

⑤
た
。　

ま
ず
公
聴
会
の
方
か
ら
検
討
し
た
い
。
都
道
府
県
別
公
聴
会
に
お
い
て
総
勢
三
八
九
名
の
公
述
人
が
取
り
上
げ
た
問
題
点
を
多
い
順
に
見
る

と
、
や
は
り
戦
争
放
棄
が
六
四
・
三
％
と
圧
倒
的
に
多
く
、
第
九
条
が
最
大
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
皇
に
関
す
る
問
題
は
、
地

位
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
者
が
二
〇
・
三
％
、
権
限
に
つ
い
て
は
一
・
三
％
で
あ
っ
た
。
憲
法
制
定
過
程
三
八
・
三
％
、
憲
法
改
正
問
題
三
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

六
％
、
家
族
生
活
二
四
・
四
％
に
比
べ
る
と
、
天
皇
制
に
対
す
る
一
般
の
関
心
は
高
く
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
個
別
意
見
を
見
る

と
、
「
象
徴
」
を
支
持
す
る
者
と
支
持
し
な
い
者
の
う
ち
、
前
者
か
ら
の
改
正
意
見
と
し
て
は
女
帝
容
認
と
退
位
規
定
の
追
加
、
国
事
行
為
の



「象徴天皇制」という雷葉（冨永）

整
備
縮
小
、
国
政
調
整
機
能
の
追
加
が
あ
っ
た
。
女
帝
と
退
位
の
規
定
は
皇
室
典
範
の
改
正
で
可
能
な
の
だ
が
、
天
皇
に
関
す
る
法
知
識
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ま
り
～
般
に
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
逆
に
後
者
か
ら
の
改
正
意
見
と
し
て
は
元
首
化
と
統
治
権
限
の
強
化
が
あ
っ
た
。
「
象
徴
」
支

持
派
は
一
部
例
外
を
除
い
て
天
皇
の
非
政
治
的
存
在
化
を
追
求
し
、
逆
に
「
象
徴
」
不
支
持
派
は
明
確
な
君
主
制
を
望
ん
だ
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
公
聴
会
に
お
け
る
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
の
使
用
例
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
総
会
と
異
な
り
公
聴
会
の
方
は
一
般
人
の
使
用
例

な
の
で
、
用
語
の
普
及
度
を
推
測
す
る
一
助
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
否
定
的
文
脈
で
の
使
用
例
は
二
つ
し
か
な
い
。
一
九
五
九
年
二
月
二
一
日

の
香
川
県
公
聴
会
に
お
い
て
高
松
商
工
会
議
所
副
会
頭
鎌
田
道
海
が
「
天
皇
象
徴
制
」
、
一
九
六
学
年
二
月
二
七
日
の
静
岡
県
公
聴
会
に
お
い

て
清
水
文
化
出
版
協
会
編
集
部
長
若
林
貞
雄
が
「
象
徴
天
皇
」
を
用
い
て
い
る
が
、
両
人
と
も
天
皇
の
権
限
を
強
化
す
べ
き
と
の
見
解
だ
っ
た
。

　
残
り
は
全
て
肯
定
的
文
脈
で
の
使
用
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
一
二
月
一
三
日
の
宮
城
県
公
聴
会
で
は
宮
城
県
町
村
議
会
議
長
弔
事
務
局
長
佐

藤
令
一
が
「
主
権
在
民
と
い
う
原
則
の
上
に
立
っ
て
定
め
ま
し
た
天
皇
象
徴
制
」
を
維
持
す
べ
き
と
主
張
し
、
一
九
五
九
年
六
月
二
七
日
の
北

海
道
公
聴
会
で
は
北
海
道
中
小
企
業
団
体
中
央
会
会
長
水
牧
茂
～
郎
が
「
天
皇
象
徴
制
」
の
現
状
維
持
を
要
望
し
た
。
一
九
六
学
年
七
月
一
一

日
の
徳
島
県
公
聴
会
で
は
徳
島
検
察
審
査
会
事
務
局
総
務
課
長
川
人
義
次
が
「
象
徴
天
皇
制
」
は
主
権
在
民
の
原
理
か
ら
は
不
徹
底
で
あ
る
が

不
都
合
も
な
い
か
ら
現
状
維
持
で
い
い
、
で
き
れ
ば
権
限
を
縮
小
す
べ
き
と
主
張
し
、
山
川
町
青
年
連
合
会
顧
問
佐
川
幸
直
は
天
皇
元
首
論
に

対
し
て
、
「
現
憲
法
す
な
わ
ち
象
徴
天
皇
制
で
い
い
と
い
う
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
い
ず
れ
の
使
用
例
も
、
権
威
権

限
の
な
い
天
皇
、
元
首
化
と
対
立
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　
調
査
会
本
体
の
方
で
は
参
考
人
聴
取
や
海
外
調
査
を
通
じ
、
薪
憲
法
下
の
天
皇
制
と
海
外
の
君
主
制
と
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
共
通
の
見

解
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
君
主
制
に
お
い
て
国
王
の
権
能
は
憲
法
上
広
範
に
認
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
極
め
て
形
式

的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
そ
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
は
こ
の
よ
う
な
現
代
の
慰
主
制
の
一
般
的
傾
向
を
、
憲
法
の
明
文
の
上
で
厳
格
な
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
よ
っ
て
明
確
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
日
本
国
民
全
般
が
そ
の
よ
う
な
認
識
を
共
有
し
て
い
る
か
は
別
問
題

で
あ
ろ
う
。
第
一
章
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
憲
法
学
界
の
大
勢
は
将
来
の
共
和
制
実
現
へ
の
通
過
点
と
し
て
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
を
捉
え
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て
い
た
。
調
査
会
の
認
識
と
は
根
本
部
分
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
段
階
で
は
「
天
皇
が
元
首
た
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
か
ど
う

か
」
が
論
題
と
な
る
の
だ
が
、
実
は
第
二
段
階
の
審
議
に
お
い
て
、
既
に
天
皇
が
国
際
社
会
か
ら
元
首
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
実
を
示
す
参

考
意
見
が
相
次
い
で
い
た
。

　
一
九
五
九
年
三
月
四
日
の
第
二
七
圓
総
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
鈴
木
俊
一
内
閣
官
房
副
長
官
（
後
に
東
京
都
知
事
）
と
瓜
生
順
良
宮
内

庁
次
長
は
主
に
国
事
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
瓜
生
は
新
憲
法
下
で
内
政
に
関
す
る
執
務
が
激
減
し
た
反
面
、
外
交
儀
礼
が
倍
増
し
た
こ

と
に
触
れ
、
外
国
の
元
首
は
天
皇
を
日
本
の
元
首
と
見
て
い
る
と
語
っ
た
。
瓜
生
は
そ
の
要
因
と
し
て
独
立
国
が
増
え
た
こ
と
と
、
交
通
手
段

の
発
達
を
あ
げ
て
い
る
。
更
に
幹
事
と
し
て
出
席
し
た
高
辻
正
己
法
制
局
次
長
も
薪
憲
法
下
の
天
皇
は
、
国
内
法
上
元
首
と
し
て
認
め
ら
れ
な

く
て
も
、
国
際
法
上
は
元
首
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
か
つ
て
自
由
党
の
ま
と
め
た
憲
法
改
正
案
が
、
天
皇
の

国
政
に
お
け
る
権
能
を
強
化
す
る
こ
と
と
天
皇
元
首
化
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
瓜
生
や
高
辻
の
説
明
に
は
異
質
な
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。
元
首
の
機
能
か
ら
国
内
的
な
面
を
消
し
て
対
外
的
な
面
に
限
定
し
た
上
で
、
諸
外
国
が
認
め
て
い
る
か
ら
天
皇
は
元
首
で
あ
る
と

い
う
論
理
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
月
一
八
日
の
第
二
八
回
総
会
で
は
外
務
省
の
須
山
達
夫
儀
典
長
お
よ
び
小
木
曽
本
雄
条
約
局
法
規
課
長
、
佐
藤
達
夫
前
法
制
局
長
官
が
国

事
行
為
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
委
員
の
注
目
を
集
め
た
の
は
外
交
官
の
信
任
状
お
よ
び
条
約
の
批
准
の
認
証
に
関
す
る
書
式
だ
っ
た
。
認
証

自
体
が
新
憲
法
下
で
初
め
て
作
ら
れ
た
概
念
だ
が
、
佐
藤
は
文
面
に
つ
い
て
、
旧
来
の
文
章
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
に
認
証
の
趣
旨
を
伝
え
る
よ

う
に
作
っ
た
と
、
や
や
自
画
自
賛
的
に
説
明
し
た
。
須
山
は
文
面
に
つ
い
て
作
成
当
時
首
相
兼
外
相
だ
っ
た
吉
田
茂
の
意
向
が
強
く
働
い
た
と

証
一
話
し
て
い
る
。
更
に
須
山
は
「
信
任
状
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
な
い
」
と
述
べ
、
天
皇
が
諸
外
国
か
ら
元
首
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
傍
証
と
し
て
、
「
外
国
が
天
皇
に
対
し
て
元
首
に
対
す
る
の
と
同
じ
最
高
の
勲
章
を
贈
っ
て
く
れ
る
」
こ
と
を
あ
げ
た
。

　
要
す
る
に
、
吉
田
内
閣
以
来
積
み
上
げ
て
き
た
外
交
儀
礼
で
の
実
績
が
天
皇
を
元
首
と
解
釈
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

国
内
の
憲
法
論
議
が
看
過
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
黙
認
し
て
き
た
分
野
で
あ
っ
た
。
本
来
、
天
皇
元
首
化
を
主
張
し
て
き
た
保
守
改
憲
勢
力
は
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「象徴天皇制」という言葉（冨永）

国
内
的
な
位
置
づ
け
で
の
元
首
化
を
対
外
的
な
も
の
と
同
様
に
重
視
し
て
い
た
の
だ
が
、
保
守
政
権
と
し
て
は
抵
抗
が
小
さ
い
外
交
儀
礼
で
天

皇
を
元
首
と
し
て
扱
う
こ
と
を
突
出
さ
せ
、
あ
ま
っ
さ
え
そ
れ
で
十
分
と
い
う
考
え
に
傾
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
憲
法
改
正
不
要
と

い
う
結
論
へ
至
る
道
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
憲
法
改
正
の
要
否
一
象
徴
は
元
酋
で
あ
る

　
憲
法
調
査
会
は
一
九
六
一
年
九
月
二
〇
日
の
第
五
七
回
総
会
に
お
い
て
「
今
後
に
お
い
て
審
議
す
べ
き
問
題
点
要
綱
」
を
決
定
し
、
そ
こ
に

掲
げ
ら
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
、
い
よ
い
よ
具
体
的
な
改
正
の
要
否
を
論
議
す
る
第
三
段
階
の
審
議
に
入
っ
た
。
列
挙
さ
れ
た
問
題
点
は
「
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

皇
制
と
国
民
主
権
の
調
和
」
「
天
皇
の
地
位
」
「
天
皇
の
政
治
機
構
に
お
け
る
役
割
」
で
あ
る
。

　
上
記
の
基
本
的
問
題
点
に
加
え
、
更
に
「
象
徴
」
と
い
う
表
現
の
是
非
や
国
事
行
為
の
範
囲
な
ど
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に

な
る
。
一
九
六
一
年
一
〇
月
四
日
の
第
五
九
回
総
会
か
ら
翌
㏄
九
六
二
年
一
一
月
七
日
の
第
八
八
回
総
会
ま
で
、
並
行
し
て
設
置
さ
れ
た
第
㏄

部
会
の
第
一
回
会
議
（
｝
九
六
二
年
｝
月
一
〇
日
）
か
ら
第
一
二
回
会
議
（
～
九
六
二
年
六
月
二
七
臼
）
ま
で
の
審
議
を
経
て
、
第
九
二
回
総
会

（一

纔
Z
一
二
年
一
月
九
日
）
で
「
討
議
に
付
す
る
問
題
点
」
を
決
定
し
、
そ
の
後
は
第
一
一
五
回
総
会
（
一
九
六
一
二
年
六
月
二
六
日
）
ま
で
審
議
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

重
ね
た
。
ま
た
、
一
九
六
二
年
二
月
か
ら
九
月
ま
で
九
つ
の
地
区
別
公
聴
会
お
よ
び
中
央
公
聴
会
を
開
催
し
て
一
般
の
意
見
を
聴
取
し
、
同
年

三
月
か
ら
五
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
カ
ナ
ダ
、
皿
○
月
か
ら
一
二
月
ま
で
欧
州
諸
国
に
調
査
会
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
し
て
海
外
の
憲
法
学
者

　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
意
見
も
聴
取
し
た
。
最
終
的
に
天
皇
に
関
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
た
の
は
第
一
部
会
で
あ
る
。
総
会
お
よ
び
部
会
の
審
議
は
、
委
員
が
各
々

の
見
解
を
開
陳
し
、
そ
れ
を
元
に
討
論
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
何
か
一
つ
の
結
論
へ
向
か
っ
て
意
見
を
集
約
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
中
央
お
よ
び
地
区
別
公
聴
会
に
お
い
て
総
勢
九
八
名
の
公
述
人
が
取
り
上
げ
た
問
題
点
を
多
い
順
に
見
る
と
、
「
自
衛
権
と
自
衛
隊
に
つ
い

て
」
が
八
四
名
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
憲
法
全
般
に
つ
い
て
ま
た
は
憲
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
」
が
六
六
名
、
「
天
皇
の
象
徴
と
い
う
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
つ
い
て
」
は
五
七
名
で
三
番
目
に
多
か
っ
た
。
都
道
府
県
別
公
聴
会
の
と
き
と
は
異
な
り
、
調
査
会
の
方
で
予
め
公
述
人
に
対
し
て
問
題
点
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を
絞
っ
て
提
示
し
て
い
た
こ
と
が
、
天
皇
に
関
し
て
陳
述
す
る
者
の
割
合
が
増
え
た
要
因
と
思
わ
れ
る
。
個
別
意
見
を
見
る
と
、
天
皇
の
地
位

に
つ
い
て
改
正
を
要
し
な
い
と
す
る
者
は
「
象
徴
」
と
い
う
表
現
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
元
首
化
の
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
逆

に
改
正
を
要
す
る
と
す
る
者
は
天
皇
の
地
位
を
明
確
に
す
る
た
め
に
「
元
首
」
と
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
地
区
別
公
聴
会
で
の
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
の
使
用
例
も
検
証
し
た
い
。
一
九
六
二
年
三
月
～
七
日
の
近
畿
地
区
公
聴
会
で
は
法
曹
界
か
ら

推
薦
さ
れ
た
弁
護
士
山
本
登
が
「
象
徴
と
し
て
の
天
皇
制
を
か
り
に
象
徴
天
皇
制
と
い
わ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
な
ら
ば
〔
中
略
〕
国
民
主
権
制

と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
言
い
圃
し
か
ら
用
語
と
し
て
の
定
義
が
未
確
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
同
年
九
月
二
九
日
の
中
央
公
聴
会
で
朝
日
新
聞
社
論
説
主
幹
笠
信
太
郎
が
、
「
象
微
天
皇
と
主
権
在
民
の
原
則
に
は
原
理

的
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
が
な
い
と
考
え
ま
す
」
と
主
張
し
た
。

　
よ
り
非
専
門
的
な
分
野
の
公
述
人
に
目
を
向
け
る
と
、
同
年
五
月
一
四
日
の
中
国
地
区
公
聴
会
で
は
広
島
県
教
育
長
板
倉
秀
が
「
国
民
の
あ

こ
が
れ
の
中
心
と
し
て
の
象
徴
天
皇
」
、
全
労
広
島
議
長
金
本
邦
男
が
「
天
皇
象
徴
制
に
つ
い
て
は
憲
法
を
変
え
る
必
要
が
な
い
」
、
新
興
金
属

工
業
所
社
長
筒
井
留
三
が
「
象
徴
的
天
皇
と
し
て
天
皇
を
護
持
し
て
い
っ
て
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
、
七
月
七
日
の
北
陸
・
信
越

地
区
公
聴
会
で
は
石
川
繊
維
専
務
取
締
役
由
雄
又
次
郎
が
「
天
皇
象
徴
制
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
〔
中
略
〕
天
皇
は
た
だ
い
ま
の
規
定
の
よ

う
に
「
象
徴
」
で
あ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
、
七
月
二
一
日
の
東
海
地
区
公
聴
会
で
は
中
央
相
互
銀
行
社
長
日
比
野
嚢
が
「
今
日
の
天
皇
を
象

徴
天
皇
と
し
て
〔
中
略
〕
国
民
の
た
め
に
行
わ
れ
る
と
い
う
今
日
の
や
り
方
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
」
な
ど
と
い
う
文
脈
で
こ
れ
ら
の
用
語
を

用
い
て
い
る
。
上
記
五
つ
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
「
新
憲
法
下
の
天
皇
制
」
を
指
し
、
権
威
権
限
が
弱
い
天
皇
と
い
う
意
味
で
の
肯
定
的
使
用

例
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
定
義
を
述
べ
て
い
る
者
は
い
な
い
が
、
元
首
化
不
要
論
で
は
一
致
し
て
い
る
。
否
定
的
文
脈
で
は
、
八
月
一
～
日
の

北
海
道
地
区
公
聴
会
で
札
幌
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
会
員
倉
田
一
郎
が
「
象
徴
天
皇
制
は
旧
体
制
へ
の
妥
協
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
発

言
を
し
た
例
が
あ
る
。
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
憲
法
学
界
で
の
使
用
法
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
海
外
の
憲
法
学
者
が
新
憲
法
に
対
し
て
寄
せ
た
意
見
の
数
々
は
、
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
本
稿
が
検
討
し
て
き
た
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「象徴天皇制」という言葉（冨永）

保
守
政
権
の
憲
法
運
用
の
文
脈
で
捉
え
る
と
、
注
目
に
値
す
る
。
海
外
調
査
に
お
い
て
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
は
憲
法
制
定
過
程
、
憲
法
運
用
の

実
際
、
日
本
国
憲
法
の
問
題
点
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
B
本
国
憲
法
の
問
題
点
に
つ
い
て
調
査
会
の
ス
タ
ッ
フ
が
調
査
に
赴
い
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
西
欧
諸
国
と
い
う
、
冷
戦
下
で
日
本
が
属
す
る
陣
営
の
国
々
、
つ
ま
り
は
同
盟
国
と
、
中
立
国
で
あ
る
ス
イ
ス
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
あ
っ
た
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
予
め
海
外
の
憲
法
学
者
に
対
し
て
「
日
本
国
憲
法
の
問
題
点
に
付
い
て
の
解
説
（
英
文
）
」
を
提

示
し
、
そ
の
中
で
逐
条
ご
と
に
列
挙
し
た
論
点
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
天
皇
の
元
首
規
定
、
信
任
状
発
給
権
限
の
明
確
化
、
天
皇
の
権
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
関
す
る
諸
条
文
の
変
更
に
つ
い
て
の
要
否
で
あ
る
。

　
天
皇
が
元
首
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
学
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
元
首
化
の
必
要
を
認
め
た
者
は
少
数
に
留
ま
り
、
大
半
の

学
者
は
「
条
文
で
元
首
と
規
定
す
る
こ
と
で
悪
影
響
が
生
じ
る
な
ら
、
あ
え
て
規
定
す
る
必
要
は
な
い
」
と
の
見
解
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は

元
首
化
支
持
の
意
見
も
複
数
あ
っ
た
。
外
交
官
の
認
証
に
つ
い
て
は
全
て
の
学
者
が
天
皇
の
権
能
と
認
め
た
が
、
こ
れ
も
「
現
在
の
形
式
が
国

際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
な
ら
あ
え
て
明
記
す
る
必
要
は
な
い
し
と
の
意
毘
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
権
能
に
つ
い
て
は
外
交
官
の
信
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

状
発
給
に
関
す
る
他
は
、
ほ
と
ん
ど
意
見
が
出
な
か
っ
た
。

　
総
じ
て
、
天
皇
に
つ
い
て
は
現
状
維
持
論
が
大
勢
を
占
め
、
し
か
も
そ
れ
は
保
守
政
権
に
よ
る
天
皇
の
位
置
づ
け
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
高
柳
賢
三
憲
法
調
査
会
長
は
英
米
法
の
専
門
家
だ
っ
た
が
、
当
初
か
ら
改
正
を
前
提
と
し
た
審
議
よ
り
も
調
査
を
重
視
す
る
方

針
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
し
て
～
九
六
〇
年
頃
か
ら
、
海
外
調
査
の
結
果
な
ど
を
材
料
に
積
極
的
に
憲
法
改
正
不
要
論
を
説
く
よ
う
に
な
る
。

　
高
柳
の
論
旨
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
　
・
日
本
国
憲
法
は
～
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
前
提
に
立
っ
て
日
本
を
改
造
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
た
憲
法
で
あ
り
、
第
一
章
は
天
皇
制
を
イ
ギ
リ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
よ
う
な
立
憲
霜
主
制
に
改
造
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
現
の
た
め
の
技
術
的
表
現
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
・
天
皇
が
元
首
で
あ
る
こ
と
は
世
界
各
国
が
認
め
て
い
る
。
天
皇
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
建
設
的
な
憲
法
解
釈
で
あ
る
。

　
天
皇
元
首
化
論
が
出
て
き
た
原
因
を
た
ど
る
と
、
「
象
徴
」
規
定
で
は
明
確
な
君
主
制
と
は
い
え
な
い
と
い
う
保
守
主
義
者
の
不
満
に
あ
っ
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た
わ
け
だ
が
、
高
柳
に
よ
れ
ば
、
新
憲
法
は
れ
っ
き
と
し
た
君
主
制
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
抱
く
に
は
及
ば
な
い
。
同
時
に
、

「
象
徴
」
の
意
昧
を
軽
く
捉
え
る
の
も
不
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
象
徴
」
は
「
元
首
」
な
の
で
あ
る
。
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
象

徴
天
皇
」
と
は
「
元
首
で
な
い
天
皇
」
と
い
う
意
味
で
発
生
し
た
用
語
だ
が
、
高
柳
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
制
は
民
主
主
義
の
発
展
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

象
徴
的
君
主
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
象
徴
的
君
主
も
元
首
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
で
、
「
象
徴
天
皇
」
に
コ
内
払
」
の
意
味
を
持
た
せ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
勢
力
は
「
高
柳
の
改
憲
不
要
論
は
事
実
上
の
解
釈
改
憲
で
あ
る
」
と
批
判
を
舶
え
た
。
彼
ら
は
天
皇
元
首
化
論
を

自
衛
隊
強
化
の
一
貫
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
自
体
の
意
義
は
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
象
徴
」
を
「
元
首
」
と
す
る

解
釈
を
認
め
な
い
と
い
う
一
線
は
維
持
し
て
い
た
の
だ
が
、
憲
法
調
査
会
に
社
会
党
が
参
加
し
な
か
っ
た
以
上
、
「
元
首
化
の
是
非
」
が
議
論

さ
れ
る
だ
け
で
、
「
天
皇
を
元
首
と
解
釈
す
る
こ
と
の
是
非
」
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
高
柳
の
憲
法
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
象
徴
は
元
首
で
あ
る
と
主
張
す
る
「
憲
法
に
関
す
る
逐
条
意
見
書
」
で
あ
る
。
い
よ
い

よ
報
告
書
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
時
期
に
な
っ
て
会
長
自
ら
が
改
憲
不
要
論
を
強
調
し
た
こ
と
は
調
査
会
内
の
改
憲
論
者
の
反
発
を
招
き
、
彼

ら
の
う
ち
一
八
人
が
改
憲
を
強
く
訴
え
る
共
同
意
見
書
「
憲
法
改
正
の
方
向
」
を
一
九
六
三
年
九
月
四
日
に
高
柳
に
提
出
し
た
。
し
か
し
天
皇

に
関
し
て
は
、
「
日
本
の
天
皇
制
は
現
代
世
界
の
君
主
制
と
同
じ
よ
う
に
、
民
主
主
義
一
主
権
在
民
I
l
の
原
理
の
う
え
に
存
在
す
る
も
の

で
あ
り
、
天
皇
と
皇
室
は
精
神
的
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
で
は
あ
り
え
て
も
、
国
政
上
の
実
質
的
な
決
定
力
を
も
つ
権
力
の
中
心
で
は
あ
り
え
な

い
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
現
行
の
い
わ
ゆ
る
「
象
徴
天
皇
」
の
基
本
ラ
イ
ン
は
正
し
い
」
と
し
、
「
天
皇
の
憲
法
上
の
地
位
は
、
国
君
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
、
外
圏
に
対
し
て
日
本
国
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
元
首
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
必
然
性
を
も
っ

て
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。
従
っ
て
天
皇
が
元
首
で
あ
る
と
憲
法
に
明
記
す
る
こ
と
は
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
部
の
者
に
よ
る
反
発
の
強
さ
を
考
え
る
と
「
な
に
も
無
理
を
し
て
ま
で
明
文
化
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
事
実
上
、
高
柳
の
憲
法
論
の
引
き
写
し
と
い
っ
て
い
い
。
か
く
し
て
、
再
軍
備
に
次
ぐ
改
憲
論
の
柱
で
あ
っ
た
天
皇
元
首
化
論
は
改
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「象徴天皇制」という言葉（冨永）

憲
論
者
自
身
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
が
保
守
勢
力
内
で
全
面
的
に
定
着
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
一
九
六
三
年
に
は
、
黒
田
覚
が
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
、
～
円
一
億
が
「
象
徴
的
天
皇
制
」
の
語
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
論
文
を
発

　
　
　
　
　
⑳

表
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
象
徴
天
皇
」
の
形
式
性
、
無
力
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
定
義
は
な
い
。
ま
た
、
憲
法
調
査
会
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

書
完
成
に
対
応
し
て
、
社
会
党
は
憲
法
完
全
実
施
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
。
社
会
党
は
再
軍
備
・
天
皇
元
首
化
を
二
本
柱
と
す
る
保
守
勢
力

の
改
憲
構
想
に
一
貫
し
て
反
対
し
て
い
た
も
の
の
、
新
憲
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
将
来
的
に
社
会
主
義
に
合
致
す
る
方
向
で
改
正
す
る
と
し

て
い
た
。
そ
れ
が
、
当
面
の
方
針
と
は
い
え
、
「
象
徴
天
皇
制
」
も
含
め
て
現
状
維
持
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
期
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
保
守
勢
力
が
「
象
徴
」
を
元
首
と
解
釈
す
る
の
と
引
き
換
え
に
新
憲
法
の
「
象
徴
」
規
定
を
受
け
入
れ
、
逆

に
「
象
徴
」
の
無
力
性
を
担
保
に
社
会
主
義
勢
力
が
新
憲
法
の
現
状
維
持
を
掲
げ
た
こ
の
時
期
に
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
の
語
は
定
着
し
た
と

み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
①
河
野
密
「
憲
法
調
査
会
へ
の
不
参
加
」
噸
日
本
社
会
新
聞
隔
～
九
五
七
年
九
月
　

⑧
前
掲
明
憲
法
運
用
の
実
際
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
』
六
七
。

　
　
三
〇
日
付
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
省
第
七
号
「
前
文
・
天
皇
・
戦
争
の
放
棄
・
改

②
高
柳
賢
三
門
憲
法
調
査
会
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
感
想
」
『
時
の
法
令
臨
二
七

　
八
号
、
一
九
五
八
年
、
｝
　
～
五
。

③
憲
法
調
査
会
の
活
動
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
功
が
同
時
期
に
手
際
よ
く
ま

　
と
め
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
考
に
し
た
。
佐
藤
功
「
憲
法
調
査
会
の
歩
み
」
噸
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
帳
二
間
九
号
、
一
九
六
四
年
。

④
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
轡
第
五
号
「
憲
法
運
用
の
実
際
に
つ
い
て
の
調

　
杢
報
告
轡
」
天
皇
・
戦
争
の
放
棄
・
最
高
法
規
』
（
憲
法
調
査
会
、
　
一
九
六
四

　
年
）
七
～
一
〇
。

⑤
『
憲
法
調
査
会
報
告
轡
付
属
文
書
第
二
号
「
公
聴
会
に
関
す
る
報
告
書
」
』

　
（
東
由
尽
、
露
一
法
調
査
△
五
、
　
一
九
六
四
年
、
一
一
八
五
百
ハ
）
五
～
一
一
｝
。

⑥
　
前
掲
岬
公
聴
会
に
関
す
る
報
告
書
』
二
〇
～
二
四
。

⑦
同
右
二
七
～
三
四
。

正
・
最
高
法
規
に
関
す
る
報
告
書
」
』

四
二
。

（
憲
法
調
査
会
第
一
部
会
、
一
九
六
四
年
）

⑩
前
掲
『
公
聴
会
に
関
す
る
報
告
書
』
五
～
一
六
。

⑪
前
掲
『
海
外
調
査
に
関
す
る
報
告
書
㎞
七
～
九
。

⑫
前
掲
明
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
七
号
隔
四
一
～
五
一
。

⑬
前
掲
『
公
聴
会
に
関
す
る
報
告
書
㎞
一
六
〇
一
一
六
三
。

⑭
『
憲
法
調
査
会
資
料
第
六
〇
号
「
日
本
国
憲
法
の
問
題
点
に
関
す
る
海
外
学
識

　
者
の
意
見
轡
」
㎞
（
憲
法
調
査
会
事
務
局
、
一
九
六
四
年
）
三
五
七
～
三
六
五
。
な

　
お
、
問
題
点
四
と
し
て
皇
室
経
済
に
関
す
る
条
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑮
前
掲
『
海
外
調
査
に
関
す
る
報
告
書
』
＝
西
～
．
一
二
七
、
一
七
三
～
～
八
○
。

⑯
　
高
柳
賢
～
二
「
世
界
的
に
見
た
日
本
国
憲
法
の
性
格
」
『
自
由
』
ご
～
号
、
　
一
九
六

　
〇
年
、
九
～
一
二
。
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⑰
　
高
柳
賢
一
二
「
憲
法
随
想
（
六
）
　
天
皇
制
」
噸
時
の
法
令
臨
三
四
五
号
、
　
一
九
六

　
〇
年
、
四
〇
～
四
一
。

⑱
　
高
柳
賢
三
「
象
徴
の
元
首
・
天
皇
」
『
自
由
睡
四
巻
五
口
万
、
　
一
九
六
二
年
、
　
～

　
六
。

⑲
た
と
え
ば
日
野
透
「
最
近
の
憲
法
洞
等
化
攻
撃
の
こ
側
面
」
凹
社
会
主
義
輪
　

　
四
三
号
、
　
九
六
三
年
、
安
西
英
一
郎
「
「
高
柳
意
見
」
の
欺
備
性
を
つ
く
一

　
「
改
憲
不
要
」
の
憲
法
改
悪
論
批
判
駄
『
前
衛
』
二
一
三
号
、
一
九
六
四
年
。

⑳
　
高
柳
賢
三
「
憲
法
に
関
す
る
逐
条
意
見
書
（
上
）
」
咽
自
由
』
五
巻
九
号
、
～
九

　
六
三
年
目
同
「
憲
法
に
関
す
る
逐
条
意
見
書
（
下
）
」
『
自
由
』
五
巻
～
○
号
、
一

　
九
⊥
ハ
雛
一
年
。

⑳
　
　
噸
態
法
調
査
会
報
届
書
付
属
文
書
第
一
号
「
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
各
委
員
の

　
意
見
監
（
憲
法
調
査
会
、
一
九
穴
四
年
）
五
八
三
一
五
八
五
。

⑳
　
黒
田
覚
門
象
徴
天
皇
制
の
意
義
と
権
能
」
清
宮
四
郎
　
佐
藤
功
編
『
憲
法
講
座

　
第
一
黒
山
（
右
u
野
寺
、
　
～
九
⊥
ハ
＝
一
年
）
。
　
一
円
一
倍
悶
「
象
徴
的
天
｛
呈
制
」
　
一
田
口
一
倍
騨

　
黒
田
了
一
編
隅
憲
法
問
題
入
門
翫
（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
。

㊧
　
憲
法
完
全
実
施
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
は
、
「
共
同
討
議
　
憲
法
体
制
の
危

　
機
と
革
新
戦
線
」
『
月
刊
社
会
党
隔
五
二
号
、
一
九
六
一
年
、
「
共
同
討
議
　
護
懇

　
運
動
の
薪
段
階
」
『
月
刊
社
会
党
㎞
五
八
号
、
一
九
六
二
年
、
水
口
宏
三
「
護
憲

　
運
動
と
指
導
性
」
『
月
刊
社
会
党
㎞
七
一
号
、
　
九
六
三
年
、
同
「
憲
法
調
査
会

　
の
答
申
と
護
憲
運
動
」
『
月
刊
社
会
党
輪
八
三
号
、
～
九
六
四
年
、
国
民
運
動
局

　
「
憲
法
閥
争
に
お
け
る
組
織
化
の
展
望
」
噌
月
刊
社
会
党
蜘
八
四
号
、
一
九
六
四

　
年
な
ど
。
い
ず
れ
も
、
～
九
五
〇
年
代
の
社
会
党
が
護
憲
運
動
を
選
挙
時
だ
け
取

　
り
上
げ
、
党
と
し
て
の
取
り
組
み
を
欠
い
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
拙

　
稿
「
戦
後
社
会
主
義
勢
力
と
象
徴
天
皇
制
扁
噸
年
報
日
本
現
代
史
㎞
＝
号
、
二

　
〇
〇
六
年
を
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
は
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
保
守
勢
力
の
天
皇
元
首
化
構
想
に
反
対
す
る
憲

法
学
者
た
ち
が
「
元
首
で
な
い
天
皇
」
と
い
う
意
味
で
使
い
始
め
た
。
彼
ら
は
日
本
国
憲
法
を
日
本
民
主
化
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
考
え
、

「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
は
旧
弊
と
の
妥
協
で
あ
り
、
恒
久
的
に
保
持
す
べ
き
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
故
に
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
に
は
積
極

的
定
義
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
主
義
勢
力
が
い
ち
早
く
そ
の
用
法
を
取
り
入
れ
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
国
民
の

間
で
も
「
権
威
権
力
の
弱
い
天
皇
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
広
ま
っ
て
い
た
。
更
に
保
守
勢
力
内
部
の
改
憲
不
要
論
者
が
受
け
入
れ
た
こ
と
で

定
着
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
保
守
勢
力
が
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
を
受
け
入
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
象
徴
を
元
首
と
解
釈
す
る
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
た
。



こ
の
用
語
が
発
生
し
た
文
脈
か
ら
す
る
と
間
違
っ
た
用
法
で
あ
る
し
、
実
際
に
保
守
勢
力
の
改
憲
派
は
象
徴
は
元
首
で
な
い
と
考
え
る
が
故
に

天
皇
元
首
化
を
目
指
し
て
き
た
の
だ
が
、
大
勢
が
改
憲
不
要
論
に
傾
い
た
こ
と
で
、
象
徴
を
元
首
と
解
釈
す
る
見
解
が
保
守
勢
力
全
体
の
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
国
会
の
議
席
状
況
が
憲
法
改
正
を
ほ
ぼ
不
可
能
に
し
た
こ
と
と
、
保
守
政
権
に
よ
る
憲
法
運
用
の

蓄
積
に
よ
っ
て
、
象
徴
規
定
の
ま
ま
で
も
天
皇
を
君
主
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
ほ
ぼ
成
功
し
た
こ
と
が
あ
る
。
特
に
国
際
社
会
が
天
皇
を

元
首
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
保
守
勢
力
に
自
信
を
与
え
、
な
お
か
つ
そ
れ
で
十
分
と
自
身
を
納
得
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

　
た
だ
し
、
社
会
主
義
勢
力
は
象
徴
を
元
首
と
解
釈
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
か
っ
た
し
、
保
守
勢
力
も
社
会
主
義
勢
力
も
共
に
天
皇
観
を
す
り

合
わ
せ
る
努
力
を
し
ょ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
憲
法
学
界
も
天
皇
を
元
首
と
見
る
か
否
か
に
つ
い
て
現
在
で
も
一
致
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
は
統
一
的
定
義
を
持
た
な
い
ま
ま
普
及
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
今
日
に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

「象徴天皇制」という言葉（冨永）
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The　Term　“Symbolic　Emperor　［System］”

　　　　and　the　Process　of　its　Adoption

by

ToMINAGA　Nozomu

　　This　paper　aims　to　clarify　the　process　of　the　adoption　of　shocho　tenno　（sei7，

“symbolic　emperor　［system］，”　in　Japan，　by　focusing　on　how　the　term　itseif　took

root．　After　the　promulgation　of　the　Constitution　of　Japan，　arguments　among　censti－

tutional　scholars　about　the　Emperor　under　the　Constitution　went　through　four

stages．

　　In　the　first　stage　lasting　a　few　years　after　the　promulgaiion，　discussions　among

constitutional　scholars　focused　on　whether　the　Emperor　was　a　sovereign，　feunshu，

or　Rot．　The　term　“the　symbeijc　emperor　system”　had　not　yet　taken　root．

　　In　the　following　stage，　scholars　paid　more　attention　to　the　qttestion　of　the　au一

廿Lohty　of　the　Emperor．　It　so　happened廿1at　at　this　time，　the　Yoshida　Shigeru

cabinet　was　faced　the　problem　of　the　dissolution　of　the　House　of　Representatives．

This　was　a　turning　point，　and　scholars　began　to　argue　whether　the　dissolution

based　oR　Article　7　was　constitutional．　Most　scholars　saw　that，　even　under　the

Constitution　of　Japan，　there　was　a　possib－ty　that　the　Emperor　could　be　inter－

preted　as　sovereign．　They　did　not　like　this　prospect　and　grew　cautious．　lt　was　at

this　stage　that　use　of　the　term　“symbolic　emperor　［system］”　first　came　to　be

adopted（but　Without　a　clear　de麦溢tioR）．

　　in　the　following，　third　s£age，　the　scholars　re－acted　against　the　conservatives

who　pubtished　plans　to　revise　the　Constitution．　The　conservatives　clamed　that　the

Emperor　should　be　the　head　of　state，　genshu．　Their　argument　was　based　oR　two

p血cip至es：the　Emperor　should　represent　Japan　in血ternational　society　and　he

should　have　more　authority　within’　the　country．　However，　the　scholars　who

opposed　this　idea　started　to　use　the　term　“symbolic　emperor　system”　openiy　to

imply　that　the　Emperor　was　not　the　head　of　state．　They　regarded　the　Constitution

not　as　a　final　goal　but　as　a　product　in　the　process　of　Japan’s　democratization．

Thus，　for　those　scholars，　the　“symbolic　emperor　system”　marl〈ed　a　point　of　com－

promise　with　what　was　deemed‘‘01d－fashioned　th血king．”They　did　not　value　the

term‘‘symbolic　emperor　system”highiy．　So£hey　made　no　eff（）rt　to　def面te　it　pos圭一

tively．
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The　fourth　stage　was　the　period　fellowing　the　formation　and　operation　of　the

Cabinet　Research　Coinmission　on　the　Constit，ugon．　The　soc；alists　were　quick　to

adopt　the　term　“symbolic　emperor　system，”　which　had　been　used　primanly　by　the

scholars．　ln　the　early　1960s，　even　orClji？ary　peopje　began　to　use　the　term．　People

had　the　impression　that　this　term　referred　to　an　emperor　with　limited　authority．

　　The　conservatives　in　effect　also　succeeded　in　positioning　the　Emperor　as

sovereign　under　Article　1　of　the　Constitution．　They　accumulated　practical　and　con－

ventional　instances　of　the　use　of　the　Constitution　since　the　time　of　the　Yoshida

govemment．　Recognizing　that　the　distribution　of　seats　in　the　Diet　made　it　impossi－

ble　for　the　conservatives　to　revise　the　Constitution，　the　lkeda　Hayato　cabinet，　in

particular，　avoided　any　revision　of　the　Constitution　or　other　laws　that　might　have

created　sharp　conflicts　between　the　governing　party　and　the　opposition．　lnstead，

his　cabinet　pressed　for　a　realistic　policy，　applying　the　Constitution　accor（ting　to　the

circumstances　at　hand．　The　conservatives　gained　confidence　by　the　fact　that　inter－

national　socjety　in　effect　recognized　the　Emperor　as　the　head　of　state．　They　felt

that　this　was　sufucient，　and　they　too　accepted　the　term　“symbolic　emperor　sys－

tem．”

　　However，　the　conservatives　accepted　the　term　on　the　coBdition　that　tl｝e　symbo－

lic　emperor　should　be　interpreted　as　head　of　state．　lf　the　manner　in　which　the

term　came　to　be　used　is　taken　into　consideration，　this　interpretation　must　be

understood　as　incorrect．　They　had　wanted　to　revise　the　Constitution　in　order　to

declare　the　Emperor　the　head　of　state　precisely　because　they　did　not　believe　that

the　Ernperor　was　head　of　state　under　the　Constitution．　The　circurr｝stances　were

unfavorable　to　the　conservatives．　The　tide　of　public　opinion　had　tumed　against　re－

vision　of癒e　Constitution．　A且the　conservatives　were，　theref6re，　compened　to　in－

terpret　the　symbolic　emperor　as　head　of　state．　However，　the　socialists　did　not

accept　this　interpretation，　either．　Neither　the　conservatives　nor　the　socialists

would　work　together　to　reach　a　compromise．　To　this　day　scholars　have　faged　to

find　an　answer　to　the　question　whether　the　symbolic　emperor　is　the　head　of　state，

or　not！rhe　tem1“symbolic　emperor［system］”cont血ues　to　be　used　today　with－

out　any　clear　definltion．
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